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は じ め に

このたび、群馬県こころの健康センターの平成30年度事業の取り組みにつきまして、

所報を作成しましたのでお届けします。

私自身は当センターに平成30年4月より着任しましたので、平成30年度所報の「は

じめに」を執筆している現在は、所長を拝命して1年半が過ぎるところになります。

この間に少しずつ自分の立場、こころの健康センターの役割が見えるようになりまし

た。臨床医として30年間当事者に向き合った時間とは、立ち位置の大きく違う業務で

す。群馬県の「精神保健医療福祉」を如何により良いものに構築していくかを考える

毎日です。臨床医の立場は、医療を媒介にした当事者、家族との関わりという、ミク

ロの視点から「精神保健医療福祉」を見つめるものですが、行政職となった現在は、

マクロの視点から見つめる必要性が出てきたということです。

平成 16 年に「精神保健医療福祉の改革ビジョン」が取りまとめられ、その基本理
念は「入院医療中心から地域生活中心へ」というものでした。それ以降、国(厚労省)

は、平成 20 ～ 21 年度「精神障害者地域移行支援特別対策事業」、平成 22 ～ 26 年度
「精神障害者地域移行・地域定着支援事業」、平成 23 ～ 25 年度「精神障害者アウト
リーチ推進事業」、平成 27 ～ 28 年度「長期入院精神障害者地域移行総合推進体制検
証事業」、そして平成 29 年度より「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構
築推進事業・構築支援事業」を施行しています。群馬県も遅ればせながら、令和元年

度よりこの事業に参入しました。この事業の概要は、これまでの「入院医療中心から

地域生活中心へ」、言い換えれば「入院中心主義」VS「地域医療主義」という 2 項対
立ではなく、精神保健医療福祉を関係諸機関のより良い連携の元に向上させ、精神障

害者がリカバリーを主体とした豊かな人生が歩めるような地域を構築しようとするも

のです。例えば精神科医療は、欠かすことのできない重要ではあるが、様々な支援の

一ついうことです。「事業の内容が分かりにくい。」「結局、精神科病院の病床削減施

策の一つだろう。」等批判も多く聞かれます。私もこの事業にコミットしていますが、

「言うは易く行うは難し。」の感は否めません。ただこの事業の有り様とこころの健

康センターの有り様は極めて重なり合うものであり、私自身は、この事業を縦割りで

見るのではなく、横串を刺すつもりで関わっていこうと考えています。

さて、群馬県こころの健康センター内では、精神保健福祉センターとしての実務、精神

科救急情報センターとしての実務も質、量とも右肩上がりで増加し、その一方でスタッフの

増員はなかなか望めない多忙な状況が続いております。そのような中でも、前回の所報で記

したように、皆様のエンパワメント・センターと成れるように努力してまいります。改めて関係

の皆様のご支援を感謝すると共に、今後のご理解、ご協力をお願いいたします。

令和元年10月

群馬県こころの健康センター所長 佐藤浩司
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- 1 -

１ 平成３０年度依存症県民セミナー

平成３１年２月２４日（日）、初めての「依存症県民セミナー」を群馬会館で開催し、

一般県民や医療・保健・福祉関係者など、２８５名の参加がありました。

依存症は、治療的対応が必要な病気であるにもかかわらず、当事者は病気との認識にい

たらないことが多く、家族や身近な人は暴力や違法行為を含む様々なトラブルから相談に

繋がりづらい特徴があります。そこで、支援者を含む多くの県民に、まずは依存症やその

回復について知っていただこうと「知って欲しい！依存症のこと」をテーマに開催しまし

た。

第１部は、「ダルクに

おける回復支援」と題し、

ＮＰＯ法人アパリ群馬ダ

ルク代表 山本大氏から

は、「1 回で上手くいく人

は少ない。失敗は回復の

プロセスと考え、失敗に

寄り添うこと、孤立させ

ないこと、仲間と繋がる

ことが大切。その人に会

った人生や居場所を探せればよい。」との講演がありました。

また、薬物依存症から回復している人を知って欲しいと藤岡ダルクメンバーによるエイ

サー演舞の披露がありました。素晴らしい演舞で、アンケートからは「笑顔がとても感動」

「自信に満ちあふれた顔が印象的」「思わず泣いた」など、多くの感想が寄せられ、９３

％が満足と回答しました。

第２部は「人はなぜ依存症になるのか」と題し、国立精神・神経医療研究センター精神

保健研究所薬物依存研究部の松本俊彦氏に御講演いただきました。松本氏は「依存するこ

とで、痛み、悩み、不安を軽減させている」とネズミの実験を例に示し、辛い現実がある

と回復しにくいこと、豊かな回復のためには同じ問題を抱えながら伴奏してくれる仲間が

必要であることを講義され、支援者には多くの回復者の姿を見てほしいと話されました。

アンケートは、分かりやすい説明、熱意に引き込まれましたなどと、９４％が満足と回答

しました。
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２ 群馬県中学生版「ＳＯＳの出し方に関する教育」プログラムの作成

＜プログラム作成の経緯＞

若年者の自殺対策は重要な課題であり、自殺総合対策大綱や文部科学省初等中等教育

局児童生徒課長と厚生労働省大臣官房参事官の連名により発出された「児童生徒の自殺

予防に向けた困難な事態、強い心理的負担を受けた場合等における対処の仕方を身に付

ける等のための教育の推進について（通知）」（平成30年1月23日付）において、「ＳＯ

Ｓの出し方に関する教育の推進」が明記されました。

そこで、当センターは、学校現場でのＳＯＳの出し方に関する教育の取り組みを支援

するため、「ＳＯＳの出し方教育検討会」を立ち上げ、群馬県教育委員会の協力の下、

中学生版プログラムを作成することとしました。

＜「ＳＯＳの出し方教育検討会」の設置とプログラム作成の経過＞

ＳＯＳの出し方教育検討会（以下「検討会」という。）は、当センターの保健師２名、

事務職１名及び義務教育を所管している群馬県教育委員会義務教育課と学校保健を所管

している同教育委員会健康体育課の職員１名ずつ、そして義務教育課に依頼し、スクー

ルカウンセラーとスクールソーシャルワーカー１名ずつを推薦してもらい、計７名で検

討を行いました。

既に、いくつかの自治体等で取組が始まっており、群馬県版プログラムは、東京都教

育委員会が作成したＳＯＳの出し方に関する教育プログラム「自分を大切にしよう」を

原案として検討を進めました。

検討会は、平成３０年６月、７月、８月に１回ずつ開催し検討を行い、プログラム（案）

を作成し、平成３１年１月から２月にかけて県内の中学校３クラスにおいてモデル授業

を実施しました。モデル授業実施後に意見交換を行い、プログラムをブラッシュアップ

し最終的な完成に至りました。

＜プログラムの内容＞

１ 題 材

「自分を大切にしよう ～こころのＳＯＳの出し方、受け止め方～」

２ ねらい

自分がかけがえのない存在であることに気づくとともに、ストレスへの様々な対処

方法を理解し、現在起きている危機的状況、又は起こり得る危機的状況に対応するた

めの援助希求行動について考えることができる。

３ 流 れ

導入 まとめ(7分) ⇒ ワーク(20分) ⇒ 講話後半(10分) ⇒ (13分)講話前半 実践目標の決定

４ プログラムの特徴

・授業の１コマで実施できる

・ティーム・ティーチングで行う

・パワーポイントで写した映像に沿って、原稿を読み上げながら授業を進める

・途中でワークを行い、ストレスに関する様々な対処法などを友だちと共有する

・スクールカウンセラー等が授業に参加することで、相談できる大人がたくさんいる

ことを知ることができる

・授業の終わりに相談機関の一覧を配布することで、家庭や学校の他にも相談できる

場所があることを知ることができる

５ 教材の内容

・パワーポイント ・学習指導案 ・コンテ ・ワークシート

・相談機関一覧 ・ＳＯＳカード
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＜関係機関への周知等＞

１ 指導用資料の作成及び配布

作成した教材を掲載した冊子に、教材のファイルを保存したＣＤを添付した「指導

用資料」を関係機関へ配布しました。

配布先は県義務教育課・健康体育課等の教育委員会各課や市町村教育委員会、各教

育事務所、小中学校、高等学校、特別支援学校の他、保健福祉事務所や市町村としま

した。学校関係の配布にあたっては、県義務教育課・高校教育課・特別支援教育課の

ご協力をいただきました。

２ 普及啓発（令和元年度実施）

県義務教育課が開催する「中学校生徒指導対策協議会」「小学校生徒指導対策協議

会」において、プログラム作成の経緯と目的等を説明し、実際に県義務教育課の指導

主事が担任教師役、センター保健師が保健師役となって模擬授業を行いました。出席

者の感想から、先生方の関心が高いことが伺えました。

また、センターからは各市町村に対し、中学校からの依頼があった際には可能な範

囲で協力してもらえるようお願いし、市町村の連絡先窓口を県義務教育課を通じて中

学校へ情報提供しました。

この他、市町村保健師等を対象とした「ゲートキーパー養成等指導者研修会」を県

内４カ所で開催する際に、このプログラム使用した模擬授業を実施し、イメージして

もらえるよう働きかけました。

〔スライド〕

最近、あなたは
何かにストレスを
感じることがありますか？

ストレスを
感じるなぁ･･･

ストレスが
たまってるなぁ･･･

友だちがいつもと違って
つらそうにしていたら・・・

「大丈夫？」
「どうしたの？」

と声をかける

よく話を聴く
「そんなふうに

思ってるんだ」
「それは大変だったね」

そんなこと考え
ちゃダメだよ

き
自分を大切にしよう

～こころのＳＯＳの出し方、
受け止め方～

群馬県

担任の先生

部活動の顧問の先生

地域の保健師 など

身近にいる
信頼できる大人に相談して！

家族

養護教諭

（保健室の先生）

スクールカウンセラー

相談しやすいと思う人に話してみてください

自分を大切に
相手を大切に
一人一人を大切に
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１ 沿 革

昭和６０年１０月１１日 「群馬県精神衛生センターの設置及び管理に関する条例」制定

昭和６０年１２月１０日 群馬県精神衛生センター竣工

昭和６０年１２月１７日 「群馬県精神衛生センターの設置及び管理に関する条例

施行規則」制定

昭和６１年 １月 １日 群馬県精神衛生センター開設

昭和６３年 ７月 １日 群馬県精神保健センターに改称

平成 ２年１１月 ５日 こころの電話相談開始

平成 ３年 ４月 １日 アルコール来所相談開始

平成 ７年１０月１７日 群馬県精神保健福祉センターに改称

平成１１年 ４月 １日 思春期来所相談開始

平成１２年 ４月 １日 薬物依存来所相談開始

平成１３年 ４月 １日 群馬県精神科救急情報センターを設置

平成１４年 ４月 １日 群馬県こころの健康センターに改称

平成１４年 ４月 １日 メ－ル相談開始

平成１４年 ４月 １日 精神保健福祉法の改正により精神医療審査会事務が移管

平成１４年１０月 １日 高次脳機能障害来所相談開始

平成１６年 １月 １日 群馬県精神科救急情報センタ－を規則により設置

平成１６年 ４月 １日 群馬県精神科救急情報センターが本格的に稼働

平成１６年 ４月 １日 ひきこもり相談開始

平成１７年 ４月 １日 組織改正により群馬県こころの健康センターと群馬県精神科救急

情報センターを一体化

平成１８年１０月 １日 若年認知症来所相談開始

平成２０年 １月１１日 自死遺族来所相談開始

平成２０年 ３月１４日 自死遺族交流会開始

平成２２年 ２月 １日 こころの緊急支援事業（ＣＲＰ）試行開始

平成２２年 ９月３０日 会議室（別棟）竣工

平成２２年１０月 １日 こころの緊急支援事業（ＣＲＰ）開始

平成２６年 ６月 １日 ひきこもり支援センター開設

平成２９年 ４月 １日 自殺対策推進センター開設
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２ 所在地と施設概要

（１）所 在 地 〒３７９－２１６６ 前橋市野中町３６８

（２）電 話 等 代表電話 ０２７－２６３－１１６６

電話相談専用 ０２７－２６３－１１５６

ＦＡＸ ０２７－２６１－９９１２

（３）ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.pref.gunma.jp

（４）e- m ai l kokoro@pref.gunma.lg.jp

（５）敷地面積 3,454㎡

（６）建築面積 延べ970.90㎡（１階553.26㎡、２階314.03㎡、会議室(別棟)103.61㎡）

（７）構 造 鉄筋コンクリート造２階建、軽量鉄骨造１階建（会議室(別棟)）

建物写真



- 6 -

（８）平 面 図
１階

カンファレンスルーム 階段 ト イ レ 小会議室

相談室
いこいのサロン

相談室 （県民学習室）
受付

医師相談室 入 口

２階

ト イ レ

階 段 入口

こころの健康センター事務室
（精神科救急情報センター）

別棟

入口

会議室

３ 組 織

業務の特性に応じ、次の６係で事業を推進した。
なお、救急移送業務については、全職員体制で実施した。

所長 主監 次長 総務審査係 ５人（ ２人）
１人 １人 ２人

救急支援第一係 ７人（ ２人）

救急支援第二係 ７人（ ２人）

企画研修係 １０人（ ４人）

相談援助第一係 ９人（ ４人）

相談援助第二係 １０人（ ６人）

合 計 ５２人（２０人）
注１ 人数は平成３１年３月３１日現在
注２ ( )内は非常勤職員で内数



平成３１年３月３１日現在（単位：人）

備    考

嘱託 臨時  ( )は、非常勤職員で内数

所長 精神科医師 1 1

主監 事務 1 1

次長 事務 1 1

次長 保健師 1 1

総務審査係 補佐(係長) 事務 1 1

主任 事務 1 1

主事 事務 1 1

嘱託 看護師 2 2

計 3 2 5

技師長(係長) 保健師 1 1

技師長 精神科医師 1 1

主幹 事務 2 2

主事 事務 1 1

看護師 1 1

事務 1 1

計 5 2 7

係長 事務 1 1

技師長 精神科医師 1 1

主幹 事務 1 1

主任 事務 1 1

技師 保健師 1 1

看護師 1 1

事務 1 1

計 5 2 7

係長 事務 1 1

主幹 保健師 2 2

主幹 事務 2 2

技師 保健師 1 1

保健師 1 1

看護師 1 1

心理 1 1

精神保健福祉士 1 1

計 6 4 10

係長 保健師 1 1

看護師 1 1

保健師 1 1

主任 心理 1 1

技師 保健師 1 1

心理 3 3

精神保健福祉士 1 1

計 5 4 9

係長 保健師 1 1

技師長 精神科医師 1 1

主幹 保健師 1 1

技師 保健師 1 1

精神科医師 3 3

心理 2 2

精神保健福祉士 1 1

計 4 6 10

精神科医師 4 3 7

事務 14 2 16

保健師 12 1 13

看護師 1 5 6

心理 1 6 7

精神保健福祉士 3 3

合計 32 20 52

４　職員内訳

次　　長

相談援助第二係

保健師 3
看護師 1
心  理 4(3)
精神保健福祉士 1(1)

主幹

職名

企画研修係

所　属　長

係　　名 計
非常勤

常勤

事　務 4(1)
医　師 1
保健師 1
看護師 1(1)

事　務 4(1)
医　師 1
保健師 1
看護師 1(1)

事　務 3
看護師 2(2）

救急支援第一係

救急支援第二係

嘱託

嘱託

嘱託

嘱託

事  務 3
保健師 4(1)
看護師 1(1)
精神保健福祉士 1(1)
心　理 1(1)

医  師 4(3)
保健師 3
心  理 2(2)
精神保健福祉士1(1)

嘱託

職種

合計

相談援助第一係
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Ⅲ 実施状況

第１ 精神保健福祉センター業務



- 8 -

１ 教育研修

（１）事業の目的

精神保健福祉行政を円滑に推進するため、精神保健福祉業務に従事する市町村、

保健福祉事務所及び関係施設の職員等を対象に、資質や技術の向上を目的に基礎研

修や専門研修等を実施した。

（２）事業の実績

１）精神保健福祉初任者研修Ⅰ、Ⅱ

対 象 日程 内容・講師等 出席者

新任の精神保 研修Ⅰ ①精神疾患の理解を深める 139人

健福祉担当者 H30 こころの健康センター職員

（市町村、保 5/7 ②精神科病院の入院治療と退院後支援の枠組み

健 福 祉 事 務 (月) 県立精神医療センター職員（精神保健福祉士）

所、精神障害 ③精神障害者のエンパワメント

者福祉サービ 社福）明清会 相談支援事業所 相談支援専門員

ス事業者等の ④当事者からのメッセージ

精神保健福祉 精神障害当事者（ピアサポーター）

業務に従事す 会場 群馬県立産業技術センター 第1・第2研修室

る新任（着任

概 ね ３ 年 以 研修Ⅱ ①地域精神保健福祉相談の進め方と実際 97人

内）の職員） 5/21 こころの健康センター職員

（月） ②精神障害者から相談を受ける（電話相談編）

こころの健康センター職員

③精神障害者から相談を受ける（対面相談編）

こころの健康センター職員

会場 前橋市総合福祉会館 第1・第2会議室

２）精神保健福祉分野別研修（統合失調症の理解と地域支援）

対 象 日程 内容・講師・会場等 出席者

精神保健福祉 H31 ①講義 206人

担当者（関係 2/20 「統合失調症を理解する」

行政機関並び （水） 講師 こころの健康センター所長

に精神保健福 ②実践報告

祉関係業務に 「訪問看護による支援の実際」

従事する職員 講師 県立精神医療センター 訪問看護師

等） 「相談支援事業所の支援の実際とピアサポーター活

動から、地域での支援のあり方を考える」

講師 ヌア・リーベ相談支援事業所

相談支援専門員・ピアサポーター

会場 群馬県社会福祉総合センター大ホール
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３）精神保健福祉専門研修（電話相談員研修会）

対 象 日程 内容・講師・会場等 出席者

県内の相談機 H30 講義・演習・グループワーク 36人

関で電話相談 12/11 「電話相談の基本と困難事例の対処方法」

に従事する者 （火） 講師 ＮＰＯ法人メンタルケア協議会

理事 西村 由紀 氏

会場 群馬県健康づくり財団 大会議室
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２ 技術指導及び技術援助
（１）事業の目的

地域精神保健福祉活動を推進するため、精神保健福祉の専門的中枢機関として、保健福

祉事務所をはじめ各種関係機関に対して技術指導及び技術援助を行っている。

（２）事業の実績

平成30年度の技術指導・援助件数は27件であり、対象者別出席者数は延べ2,004人であ

った。

対 応
№ 実施日 事業内容 主催者 対象者 出席者

職 種

1 H30 公立高等学校・公立中学校・県立特 群馬県総合教 県内公立高等学 110人 医 師:1人

4/27(金) 別支援学校教育相談対策協議会講義 育センター 校の教育相談担 保健師:5人

:「みんなで取り組む自殺対策」 当職員 事務職:2人

2 5/12(土) さく心の健康講座：「自殺 NP Oウィズハ 一般住民、精神 250人 医 師:1人

の予防について考える」 ートさく 保健福祉関係者

3 5/18(水) 障害支援区分認定調査員 県障害政策課 市町村、事業所 94人 保健師:1人

研修 の職員

4 6/15(金) 生活安全任用科教養にお 県警本部生活 生活安全任用科 12人 医 師:1人

ける講義：「精神疾患の理 安全部生活安 生

解を深める」 全企画課

5 6/21(木) 自殺対策計画策定に伴う 玉村町 玉村町職員 35人 保健師:1人

勉強会における講義：「精

神科救急情報システム」

6 6/25(月) みどり市自殺対策行動計 みどり市 みどり市職員 25人 保健師:1人

画ワーキングにおける講

演：「これからの自殺対策」

7 6/29(金) 人身安全関連事案対策専 県警本部生活安 人身安全関連事 22人 医 師:1人

科教養における講義：「精 全部子ども・女 案対策専科生等

神疾患の理解を深める」 性安全対策課

8 7/17(火) 発達障害及び知的障害を 県警本部刑事 取り調べ担当警 35人 医 師:1人

有する者に対する取調べ 部刑事企画課 察官及び警察学

要領 校の学生

9 8/ 7(火) 教育相談中級研修講座： 群馬県総合教 教員 56人 医 師:1人

「児童期・青年期の精神 育センター

保健」

10 8/ 9(木) 新任生徒指導主事研修：「悩 群馬県総合教 教員（新任生徒 57人 保健師:3人

みを抱える生徒への対応と関 育センター 指導主事）

係機関との効果的な連携」

11 9/ 6(木) 精神科訪問看護基本療育費算 県訪問看護ス 訪問看護師 70人 医 師:1人

定要件研修会（精神科治療の テーション連 保健師:1人

動向・訪問看護技術） 絡協議会

12 9/ 7(金) 精神科訪問看護基本療育費算 県訪問看護ス 訪問看護師 70人 医 師:1人

定要件研修会（精神科治療の テーション連

動向） 絡協議会

13 10/ 1(月) 日常生活自立支援事業専 群馬県社会福 市町村社協職員 29人 保健師:1人

門員研修：「精神障害者の 祉協議会 ＰＳＷ:1人

理解・特性」
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対 応
№ 実施日 事業内容 主催者 対象者 出席者

職 種

14 10/ 9(火) 群馬つつじ会常任・理事 群馬つつじ会 つつじ会会員 13人 医 師:1人

会ミニ講演会：「群馬県の

精神救急について」

15 10/20(土) 群馬精神医学会生涯教育研修 群馬大学医学 群馬精神医学会 100人 医 師:1人

会特別教育講演：「群馬県の 部臨床大講堂 会員

精神科医療の現状と課題」

16 11/ 2(金) 消防職員専科教育 消防学校 消防学校学生及 69人 医 師:1人

「精神障害の救急医療」 び現役消防士

17 11/ 2(金) 千代田町自殺対策ネット 千代田町 ネットワーク推 23人 保健師:1人

ワーク推進協議会：「これ 進協議会会員

からの自殺対策」

18 11/ 9(金) 榛東村人権同和公開保育研究会講 榛東村教育委 学校園教職員、 200人 医 師:1人

演会：「大人のひきこもりを防ぐ 員会 保護者、一般村

地域、行政、教育のあり方」 民

19 11/19(月) 若年認知症ぐんま家族会１１ 若年認知症ぐ 若年認知症ぐん 27人 医 師:1人

月定例講演会：「群馬県ここ んま家族会 ま家族会員

ろの健康センターの役割」

20 11/29(木) 調整担当者研修：「子ども 群馬県中央児 市町村児童福祉 30人 医 師:1人

の成長・発達と生育環境」 童相談所 担当部局職員

21 11/30(金) ＤＶ被害者を支援する人のための 群馬県女性相 女性相談員、市 80人 医 師:1人

実務講座：「パーソナリティ障害 談センター 町村ＤＶ担当者

の基礎知識と対応のポイント」

22 12/12(水) 群馬地方協議会：「自殺対 日本司法支援ｾﾝﾀ 当事務所の関係 73人 保健師:1人

策について」 ｰ群馬地方事務所 機関

23 12/17(月) 県・市町村青少年相談担当職員研 群馬子ども・ 県内公立中学・ 300人 医 師:1人

修会：「思春期・青年期の不登校 若者支援協議 高等学校の生徒

・ひきこもり状態の理解と支援を 会 指導担当教諭等

考える」

24 12/21(金) 群馬大学医学部保健学科教育 群馬大学医学 看護学生２年 79人 保健師:1人

科目における講義：「群馬県 部保健課

こころの健康ｾﾝﾀｰについて」

25 H31 全国健康保険協会群馬支部所属保 全国健康保険 保健師、管理栄 15人 医 師:1人

1/25(金) 健師等研修会：「精神疾患の基礎 協会群馬支部 養士

知識と支援者としての心構え」

26 2/14(木) 安中市自立支援協議会全 安中市自立支 障害福祉施設、 60人 医 師:1人

体会：「ひきこもり支援に 援協議会 相談支援事業所、

ついて」 行政職員 等

27 2/23(土) 学校教育相談実践発表・交流 日本学校教育 教員、ｽｸｰﾙｶｳﾝｾ 70人 医 師:1人

会：「こころの健康相談の概 相談学会群馬 ﾗｰ、生徒指導支

要とその対策について」 県支部 援員 等
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３ 広報普及活動

（１）事業の目的

県民に対し、精神保健福祉に関する正しい知識の普及を図るため、各種の事業や

広報媒体を通じ、全県的規模で広報普及活動を実施した。

（２）事業の実績

１）「こころの相談Ｑ＆Ａ」の新聞掲載

電話相談や来所相談で相談の多い事例について、毎月第１月曜日に上毛新聞の

「生活」面に記事を掲載した。

掲載月 テ ー マ

平成３０年

４月 ・対人恐怖症について

５月 ・認知症と免許証について

６月 ・統合失調症について

７月 ・精神障害者保健福祉手帳について

８月 ・自立支援医療（精神通院医療）について

９月 ・自死遺族について

１０月 ・ギャンブル依存症について

１１月 ・ひきこもりについて

１２月 ・退院請求について

平成３１年

１月 ・てんかんと精神障害者保健福祉手帳について

２月 ・躁うつ病について

３月 ・高齢者から死にたいと言われたら

２）ホームページ

当センターの事業の紹介や案内、統計資料の公表をホームページにより行った。

ホームページアドレス：http://www.pref.gunma.jp/07/p11700016.html

３）図書等の貸出（貸し出し不可の書籍等も含む）

蔵 書 全冊数 １，５１３冊
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４ こころの県民講座

（１）事業の目的

現代社会が抱える精神保健福祉に関わる諸問題をわかりやすく取り上げ、県民に

対する精神保健福祉の知識の普及や意識の高揚を図る。

（２）事業の実績

１）テーマ 「行動分析学で子どもの問題行動を対処する方法」

期 日 平成３０年７月２８日（土）

会 場 群馬会館 ホール

講 師 学校法人西軽井沢学園 理事長

奥田 健次 氏

参加者 ２７４人

２）テーマ 「こころの病と回復への道しるべ～自身と家族の病気に向き合った、

精神科医からのメッセージ～」

期 日 平成３１年１月１９日（土）

会 場 群馬会館 ホール

講 師 医療法人やきつべの径診療所

夏苅 郁子 氏

参加者 ２６１人
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５ 精神保健福祉相談

県民からこころの悩みや不安についての相談を受け、必要に応じて、支援機関や当

センター事業を紹介、地域への繋ぎなどを実施している。

（１）電話相談

１）相談日 平日（祝日及び年末年始を除く）午前９時～午後５時

２）従事者 嘱託相談員３人を配置し、専用回線で行っている。

このほか一般回線でも必要に応じて保健師等が電話相談を行っている。

３）事業の実績

電話相談の延べ相談件数は5,331件で、年々増加している。

① 相談対象者

「自分」のことに関する相談が71.2％と最も多く、以下「子供」12.3％、「そ

の他」7.3％、「配偶者」3.5％、「その他の親族」3.2％、「親」2.5％である。

② 相談経路

電話相談に至ったきっかけ（経路）は、「インターネット」が35.8％と最も

多く、次いで「保健・福祉関係」13.8％、「新聞・広報等」9.5％、「その他」7.

1％である。

③ 相談内容

対人関係及び心理的な悩みに関することで半数を占め,「話したい(頻回利用)」

35.6％、「心理的な相談・自分の性格」14.9％となっている。次いで医療機関

に関することの「医療機関・関係機関に関すること」9.2％、その他の6.7％で

ある。

電話相談件数の推移

年度 延件数

26年度 3,722

27年度 4,362

28年度 4,333

29年度 4,997

30年度 5,331
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※パーセンテージについては四捨五入処理している
ため、計が100.0にならないことがある。
以下の統計表についても同じ。

本人, 
71.2%

配偶者, 3.5%

子供, 
12.3%

親, 2.5%

その他の親族, 3.2% その他, 
7.3%

相談対象者別（延べ）

相談経路別相談件数

精神科医療関係 200 3.8%
保健・福祉関係 734 13.8%
教育関係 40 0.8%
警察・法務関係 57 1.1%
新聞・広報等 505 9.5%
電話帳 87 1.6%
インターネット 1,910 35.8%
その他 380 7.1%
不明 1,418 26.6%

計 5,331 100.0%

相談経路
延べ

件数 率（％）

相談時間別相談件数

件数 率（％）
2,844 53.3%
2,084 39.1%

367 6.9%
36 0.7%

5,331 100.0%

延べ
相談時間

計

30分～60分未満
60分以上

10分未満
10分～30分未満

10分未満

53.3%

10分～30分未満

39.1%

30分～60分未満

6.9%

60分以上

0.7%

相談時間別相談件数（延べ）

相談対象者別相談件数

本人 3,797 71.2%
配偶者 185 3.5%
子供 655 12.3%
親 135 2.5%

その他の親族 170 3.2%
その他 389 7.3%

計 5,331 100.0%

被相談者
延べ

件数 率（％）

対応別相談件数

情 報 提 供 1,257 23.6%
助言・指導 1,687 31.6%
来 所 予 約 124 2.3%

傾 聴 2,020 37.9%
その他 243 4.6%

計 5,331 100.0%

対　応
延べ

件数 率（％）
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0～ 9歳

0.2%
10～19歳

6.4%

20～29歳

13.8%

30～39歳

21.6%
40～49歳

25.7%

50～59歳

6.8%

60歳以上

6.2%

不明

19.3%

電話相談性別・年齢別（男）

0～ 9歳
0.2%

10～19歳
7.6%

20～29歳

8.1%

30～39歳

13.4%

40～49歳

9.8%

50～59歳
12.5%

60歳以上

29.5%

不明

18.8%

電話相談性別・年齢別（女）

件数 率(％) 件数 率(％)
4 0.1% 11 0.2%
2 0.0% 4 0.1%

327 6.1% 271 5.4%
60 1.1% 65 1.3%
27 0.5% 23 0.5%

276 5.2% 165 3.3%
98 1.8% 109 2.2%

325 6.1% 315 6.3%
68 1.3% 59 1.2%

108 2.0% 83 1.7%
794 14.9% 688 13.8%

1,896 35.6% 1,496 29.9%
491 9.2% 482 9.6%
40 0.8% 58 1.2%
55 1.0% 91 1.8%

166 3.1% 308 6.2%
43 0.8% 57 1.1%
14 0.3% 20 0.4%
36 0.7% 63 1.3%

145 2.7% 206 4.1%
356 6.7% 423 8.5%

5,331 100.0% 4,997 100.0%

相談内容別相談件数

相   談   内   容
H29延べ

行動上の問題に関すること

高次脳機能障害
若年認知症
ひきこもり
不登校
家庭内暴力
依存
問題行動

H30延べ

家庭内のこと　
友人・近隣・恋人　
職場内のこと　
心理的な相談・自分の性格

話したい（頻回利用）　

その他 その他
計

教育に関すること
学校　
子育て・養育

当センターに関すること 当センターに関すること

他機関・福祉制度に関すること

医療機関・関係機関に関すること

経済的なこと　
就労　　
日常生活
その他の法・制度

対人関係及び心理的な悩みに
関すること

男 女 不明 男 女 不明

 0～ 9歳 4 5 3 0.2% 0.2% 1.1%
10～19歳 148 210 15 6.4% 7.6% 5.6%
20～29歳 317 223 1 13.8% 8.1% 0.4%
30～39歳 496 371 1 21.6% 13.4% 0.4%
40～49歳 592 272 3 25.7% 9.8% 1.1%
50～59歳 157 346 0 6.8% 12.5% 0.0%
60歳以上 143 815 4 6.2% 29.5% 1.5%

不明 443 520 242 19.3% 18.8% 90.0%
計 2,300 2,762 269 100.0% 100.0% 100.0%

相談対象者の年齢別

年齢区分

延べ
件数 率（％）
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（２）メール相談

１）相談日 メールは24時間受信し、２週間以内に返信を行っている。

２）従事者 精神科医師、心理士、保健師

３）事業の実績 相談件数は延べ９１件であった。

① 相談の内容

対人関係及び心理的な悩みに関することの「心理的な相談・自分の性格」が

37.4％と最も多く、次いで行動上の問題に関することの「依存」が14.3％、他機

関・福祉制度に関することの「医療機関・関係機関に関すること」11.0％の順と

なっている。

今年度は、「家庭内こと」の相談が昨年度に比べ減少している。

② 受付時間帯

最も受信件数が多い時間帯は17時01分～22時00分で全体の33.0％、次いで

12時01分～17時00分の28.6％の順となっており、電話相談等の相談窓口開設時間

外（17時01分～8時59分）の受付が全体の３分の２を占めている。

26年度 141
27年度 198
28年度 306
29年度 179
30年度 91

メール相談件数（延べ）

141 

198 

306 

179 

91 

0

50

100

150

200

250

300

350

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

メール相談件数（延べ）

件数 率（％） 件数 率（％）
高次脳機能障害 1 1.1% 0 0.0%
若年性認知症 0 0.0% 2 1.1%
ひきこもり 5 5.5% 4 2.2%
不登校 1 1.1% 0 0.0%
家庭内暴力 0 0.0% 0 0.0%
依存 13 14.3% 7 3.9%
問題行動 0 0.0% 0 0.0%
家庭内のこと　 6 6.6% 63 35.2%
友人・近隣・恋人　 3 3.3% 2 1.1%
職場内のこと　 0 0.0% 8 4.5%
心理的な相談・自分の性格 34 37.4% 40 22.3%
話したい（頻回利用） 3 3.3% 1 0.6%
医療機関・関係機関に関すること 10 11.0% 30 16.8%
経済的なこと　 0 0.0% 1 0.6%
就労　 1 1.1% 2 1.1%
日常生活　 3 3.3% 0 0.0%
その他の法・制度 5 5.5% 7 3.9%
学校 1 1.1% 1 0.6%
子育て・養育 0 0.0% 0 0.0%

当センターに関すること 当センターに関すること 2 2.2% 12 6.7%
その他 その他 3 3.3% 0 0.0%

91 100.0% 179 100.0%

相談内容別相談件数

内　　　　容

計

教育に関すること

他機関・福祉制度に関すること

対人関係及び心理的な悩みに
関すること

行動上の問題に関すること

(参考）H29延べH30延べ
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（３）来所相談

１）事業内容 思春期、依存症及びひきこもり等の特定相談を行っている。

２）従事者 精神科医師、保健師、看護師、心理士、精神保健福祉士

３）事業の実績

平成30年度の延べ相談件数は160件で、平成26年度をピークに減少していたが、

わずかながら増加した。相談ごとの詳細は、各事業に再掲する。

① 相談の来所者

実相談件数で見ると、「家族のみ」が56件（55.4％）で最も多く、以下「本人

のみ」24件（23.8％）、「本人と家族」10件（9.9％）であり、相談のために本人

が来所した割合は33.7％である。

また、相談対象者の年齢は、実数で「30代」が24.8%と最も多く、次いで「20

代」22.8％である。

② 来所経路

来所相談のきっかけ（初回の経路）は、「インターネット」が27.7％で最も多

く、次いで「保健所」6.9％、「新聞・広報等」5.9％、「精神科医療機関」5.0％

である。

③ 相談の内容

延べ相談件数で見ると、行動上の問題に関することの「ひきこもり」が増加

して70件(52.6％)、次いで行動上の問題に関することの「依存」42件(31.6％)、

「日常生活」10件(7.5％)である。

年度 実 延べ
26年度 220 299
27年度 173 236
28年度 140 171
29年度 98 133
30年度 101 160

来所相談件数の推移（単位：件）

220 

173 

140 

98 101 

299 

236 

171 

133 
160 

0

100

200

300

400

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

実 延べ

来所相談件数の推移

  9:00 ～ 12:00 10 11.0%
 12:01 ～ 17:00 26 28.6%
 17:01 ～ 22:00 30 33.0%
 22:01 ～  8:59 25 27.5%

計 91 100.0%

受 信 時 間 延べ件数 率（％）
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本人のみ

23.8%

本人と家族
9.9%家族のみ

55.4%

その他のみ
8.9%

来所者別相談件数（実）

本人のみ 24 23.8% 41 25.6%
本人と家族 10 9.9% 19 11.9%

本人と家族とその他 0 0.0% 0 0.0%
本人とその他 0 0.0% 0 0.0%

家族のみ 56 55.4% 85 53.1%
家族とその他 2 2.0% 3 1.9%
その他のみ 9 8.9% 12 7.5%

計 101 100.0% 160 100.0%

来所者別相談件数

来所者
実 延べ

件数 率（％） 件数 率（％）

精神科医療

関係
5.0%

精神科以外

の医療関係

4.0%
保健所

6.9%
保健所以外の保

健福祉関係
2.0%

市町村
1.0% 教育関係

2.0%

警察関係
2.0%

司法関係
1.0%

その他の相談機関
3.0%

新聞・広報等
5.9%

電話帳
1.0%

インターネット
27.7%

その他
38.6%

初回相談経路

（相談のきっかけ）

経　路 件数 率（％）
精神科医療関係 5 5.0%
精神科以外の医療関係 4 4.0%
保健所 7 6.9%
保健所以外の保健福祉関係 2 2.0%
市町村 1 1.0%
教育関係 2 2.0%
警察関係 2 2.0%
司法関係 1 1.0%
その他の相談機関 3 3.0%
新聞・広報等 6 5.9%
電話帳 1 1.0%
インターネット 28 27.7%
メール相談 0 0.0%
その他 39 38.6%

計 101 100.0%

初回相談経路（相談のきっかけ）
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件数 率（％） 件数 率（％） 件数 率(％)
 0～ 9 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
10～19 10 13.9% 2 7.4% 12 11.9%
20～29 17 23.6% 6 22.2% 23 22.8%
30～39 18 25.0% 7 25.9% 25 24.8%
40～49 9 12.5% 4 14.8% 13 12.9%
50～59 13 18.1% 2 7.4% 15 14.9%
60～69 1 1.4% 3 11.1% 4 4.0%
70～ 4 5.6% 3 11.1% 7 6.9%
不  明 0.0% 0.0% 2 2.0%
小　計 72 100.0% 27 100.0% 101 100.0%
 0～ 9 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
10～19 19 15.4% 2 5.7% 21 13.1%
20～29 32 26.0% 6 17.1% 38 23.8%
30～39 37 30.1% 9 25.7% 46 28.8%
40～49 13 10.6% 6 17.1% 19 11.9%
50～59 14 11.4% 2 5.7% 16 10.0%
60～69 4 3.3% 5 14.3% 9 5.6%
70～ 4 3.3% 5 14.3% 9 5.6%
不  明 0.0% 0.0% 2 1.3%
小　計 123 100.0% 35 100.0% 160 100.0%

相談対象者の年齢
計

実

延
べ

年齢区分
男性 女性

0

12

23 25

13 15

4
7

20

21

38

46

19
16

9 9

2
0

10

20

30

40

50

0～ 9 10～19 20～29 30～39 40～49 50～59 60～69 70～ 不 明

実 延べ

年 齢 別 相 談 件 数
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件数 率(％) 件数 率(％)

1 1.3% 1 0.9%
23 30.3% 34 29.6%
2 2.6% 2 1.7%
1 1.3% 1 0.9%

8 10.5% 13 11.3%
0 0.0% 0 0.0%
4 5.3% 6 5.2%
0 0.0% 0 0.0%
3 3.9% 5 4.3%

0 0.0% 0 0.0%
3 3.9% 3 2.6%

31 40.8% 50 43.5%
0 0.0% 0 0.0%

76 100.0% 115 100.0%

診断区分（ＩＣＤ１０）別相談件数

F8　心理的発達の障害

診　　　　　断
実 延べ

F0　症状性を含む器質性精神障害

F1　精神作用物質による障害

F2　統合失調症・統合失調症型障害　非定型

F3　気分障害

F4　神経症・ストレス関連障害・身体表現性障害

F5　生理的障害・身体的要因に関連した行動障害

F6　成人の人格・行動の障害

F7　知的障害

※面接相談のうち、医師診察を行ったもののみ計上

F9　小児期・青年期の障害

その他

診断保留・未診断

異常と認めず

計

件数 率(％) 件数 率(％) 件数 率(％) 件数 率(％)
2 2.0% 2 1.5% 3 3.1% 3 2.3%
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

40 40.8% 70 52.6% 28 28.6% 42 31.6%
3 3.1% 7 5.3% 2 2.0% 3 2.3%
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

30 30.6% 42 31.6% 36 36.7% 41 30.8%
5 5.1% 8 6.0% 5 5.1% 6 4.5%
3 3.1% 3 2.3% 1 1.0% 4 3.0%
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
3 3.1% 4 3.0% 5 5.1% 12 9.0%
0 0.0% 2 1.5% 0 0.0% 0 0.0%
1 1.0% 2 1.5% 1 1.0% 1 0.8%
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
0 0.0% 1 0.8% 0 0.0% 0 0.0%
8 8.2% 10 7.5% 8 8.2% 11 8.3%
0 0.0% 0 0.0% 1 1.0% 1 0.8%
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
0 0.0% 0 0.0% 1 1.0% 1 0.8%
2 2.0% 2 1.5% 1 1.0% 1 0.8%
4 4.1% 7 5.3% 6 6.1% 7 5.3%

101 100.0% 160 120.3% 98 100.0% 133 100.0%

相談内容別相談件数

対人関係及び心理的な
悩みに関すること

家庭内のこと　

友人・近隣・恋人　

職場内のこと　

心理的な相談・自分の性格

話したい（頻回利用）　

相   談   内   容
H29参考

実 延べ

行動上の問題に
関すること

高次脳機能障害

問題行動

若年性認知症

H30

実 延べ

ひきこもり

不登校

家庭内暴力

依存

計

教育に関すること
学校　

子育て・養育

当センターに関すること 当センターに関すること

その他 その他

他機関・福祉制度に
関すること

医療機関・関係機関に関すること

経済的なこと　

就労　　

日常生活

その他の法・制度
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６ アルコール・薬物・ギャンブル関連問題事業

（１）依存症相談

アルコール、薬物、ギャンブルの依存症問題で困っている当事者及びその家族等が

問題の解決を図れるよう、精神科医師による相談を実施している。依存症問題を持つ

当事者の回復はもちろんのこと、当事者の依存問題により影響された家族の心身の健

康回復も目的とし、適宜、当センター実施の依存症家族教室や依存症からの回復支援

塾（本人向け）及び地域の社会資源に結びつけている。

１）開 催：精神科医による相談日を月２回設けて相談を実施

２）従事者：精神科医師、保健師、看護師、心理士

３）事業の実績

（２）依存症者の家族教室

平成２５年３月より家族支援プログラムとして「ぐんま依存症ファミリートレーニ

ング(GIFT)」を実施している。GIFT は CRAFT（コミュニティ強化と家族訓練）を参
考に作成したもので、６回１クール、年に２クール実施している。

１）目 標：家族が本人についての考え方や行動の仕方を整理し、実践練習すること

を通して、①家族が苦労を減らすこと、②本人の依存症問題を減らすこと、

③本人が依存症に向き合うこと、を達成することを目標とする。

２）開 催：毎月第４水曜日 午後１時３０分～４時３０分 年間１２回

３）内 容：家族支援プログラム GIFTの実施と参加者同士の話し合い
４）従事者：精神科医師、保健師、心理士

５）延べ参加者数：９４人

【ＧＩＦＴプログラム】

回 家族支援プログラムGIFTの学習テーマ

第１回 トラブルマップで問題を解決する

第２回 暴力への対応と限界設定

第３回 ポジティブコミュニケーション

第４回 関わり方の整理

第５回 自分の生活を豊かにする

第６回 本人に治療を勧める

相談件数

26年度 42 7 3 1 0 21 8 2
27年度 39 3 3 0 0 16 12 5
28年度 28 4 1 0 0 17 6 0
29年度 33 2 1 0 0 7 21 2
30年度 31 4 1 3 0 12 10 1

その他

（単位：件）

相談件数
相談内容内訳

違法薬物 処方薬 市販薬 有機溶剤等 ｱﾙｺｰﾙ
ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ･
借金･買い物
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（３）依存症者の家族のつどい

平成２６年度から、家族教室での学習を一通り終えた家族及び教室参加中の家族の

話し合いの場として、家族のつどいを開催している。

１）開 催：５月、７月、１１月、２月の第４水曜日午後１時３０分～３時３０分

年間４回実施

２）内 容：参加者同士の話し合い

３）従事者：保健師、心理士

４）参加者数：実８人、延１７人

（４）依存症当事者支援

平成２８年１０月から、依存症当事者を対象とした「依存症からの回復支援塾」を

開始した。本事業は、集団治療回復プログラムを提供するとともに、その普及を図る

ことを目的としている。

１）目 標：参加者が自己肯定感を高め、自分自身に合った社会資源（専門医療機関

や自助グループ等）を利用しながら、その人らしい安定した生活を継続して

送ることができるよう、以下を目標とする。

①依存症に関する知識を習得し、対処行動等についての具体的スキルを身につける。

②ロールモデルとの出会いや参加者同士の話し合いを通して、依存対象をやめ続け

る気持ちを持続できる。

③広く日常の中で、思考や感情を理解し言語化する力や、他者への相談・支援を求

める行動ができる力を伸ばす。

④健康的な対人関係を積み重ねることができる。

２）開 催：毎月第１・３金曜日の１３時３０分～１５時

３）内 容：物質使用障害治療プログラムＳＭＡＲＰＰ（Serigaya Methamphetamine
Relapse Prevention Program）１６を１０回１クールに一部改編したもの。
年間２クール実施。

４）従事者：精神科医師、保健師、看護師、心理士

コ・ファシリテーター 回復者（藤岡ダルクスタッフ）

スーパーバイザー 国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬

物依存研究部 松本俊彦部長、近藤あゆみ室長、引土絵未研究員、

米澤雅子研究員

５）参加者数：実１３人、延６４人

【回復支援塾プログラム】

回 内 容 回 内 容

第１回 依存症ってどんな病気？ 第６回 回復のために－信頼､正直さ､仲間

第２回 引き金と欲求 第７回 再発を防ぐには

第３回 あなたの引き金と錨 第８回 再発の正当化

第４回 回復の道のり 第９回 これから先の生活のスケジュール

合法ドラッグとしてのアルコー を立ててみよう

ル 休日と回復

第５回 回復への行動を増やす道のり 第10回 強くなるより賢くなろう
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（５）依存症県民セミナー

アルコールや薬物、ギャンブルの依存症について広く知ってもらうことを目的とし

て実施した。

日 時：平成３１年２月２４日（日）

場 所：群馬会館ホール

対 象：一般県民

参加者：２８５人

内 容：第１部

講義「ダルクにおける回復支援」

講師：NPO 法人アパリ藤岡ダルク 代表 山本 大 氏

公演 エイサー演舞

演者：藤岡ダルクメンバー

第２部

公演「人はなぜ依存症になるのか？」

講師：国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 薬物依存研究部

部長 松本 俊彦 氏

（６）依存症回復支援者研修会

地域における依存症支援者の援助技術の向上を図り、本人や家族のニーズに応じた

相談体制の充実強化を図ることを目的として実施した。

＜第１回＞

日 時：平成３０年１２月１４日（金）

場 所：群馬県社会福祉総合センター大ホール

対 象：県内で依存症の相談対応等に従事する機会のある保健、医療、福祉、教育、

司法、警察などの関連機関の職員等

参加者：１１５人

内 容：講義「依存症の特徴と治療、回復の過程を理解する。」

Ⅰ．「依存症の理解と支援について」

～アルコール・薬物・ギャンブル依存症の特徴と治療、ＳＭＡＲＰＰ（物

質使用障害治療プログラム）の概要～

講師：群馬県こころの健康センター部長・齊藤 良医師

Ⅱ．「医療機関でのＳＭＡＲＰＰの実際」

講師：赤城高原ホスピタルＳＭＡＲＰＰスタッフ

Ⅲ．「当事者からのメッセージ」

当事者：ＡＡ（ｱﾙｺﾎｰﾘｸｽｱﾉﾆﾏｽ）、藤岡ダルク代表者

＜第２回＞

日 時：平成３０年１２月１８日（火）

場 所：群馬県社会福祉総合センター大ホール
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対 象：県内で依存症の相談対応等に従事する機会のある保健、医療、福祉、教育、

司法、警察などの関連機関の職員等

参加者：９８人

内 容：講義「家族に対する効果的な支援方法を理解する。」

Ⅰ．「依存症者をもつ家族への支援について」

～個別面接の進め方～

講 師：国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所

薬物依存研究部診断治療開発研究室長 近藤あゆみ氏

Ⅱ．「家族からのメッセージ」

家 族：群馬ＤＡ（ﾄﾞﾗｯｸｱﾃﾞｨｸｼｮﾝ）家族会、ＦＡ（ﾌｧﾐﾘｰｽﾞｱﾉﾆﾏｽ）

代表者

（７）連携会議運営事業

依存症患者に対する包括的な支援を実施するため、行政、医療、福祉、司法を含

めた関係機関が密接な連携を図るとともに、地域における依存症に関する情報や課

題の共有、研修計画の調整等を行うことを目的に依存症地域支援情報交換会を開催

した。

赤城高原ホスピタル（精神保健福祉士）

群馬県立精神医療センター（医師、精神保健福祉士）

前橋保護観察所（保護観察官）

参加者の構成 藤岡ダルク（薬物依存当事者）

ＡＡ（アルコール依存当事者）

群馬県障害政策課精神保健室（事務担当者）

群馬県こころの健康センター（医師、保健師、看護師、心理士）

回 数 議題等

第１回 各機関の取り組み状況や課題について情報共有し、意見交換

（H31.1.31）
第２回 前回に引き続き、現状と課題について情報交換、意見交換

（H31.3.7） 次年度の連携会議の開催方針について協議

（８）その他

県内における依存症関連問題自助グループや関係機関との連絡調整、助言等を随

時行っている。
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７ 思春期相談

（１）事業の目的

思春期精神保健に関する知識の普及や相談等総合的な対策をとることにより、精

神発達の途上にある者の精神的健康の保持増進および適応障害の予防と早期発見等

を図る。

（２）事業実績

１）来所相談

思春期に対する専門医師による相談と必要に応じた心理検査の実施により、本人

特性を踏まえながらアドバイスを行っている。

相談件数の内容は統計上、主なもので分類しているが重層的な内容が多い。

（単位：件）

相談件数 相 談 内 容

ひきこもり 不登校 発達障害 その他

実 延べ 実 延べ 実 延べ 実 延べ 実 延べ

28年度 26 33 2 2 9 9 2 2 13 20

29年度 18 29 5 12 2 2 1 1 10 14

30年度 12 21 4 8 4 5 0 0 4 8

２）児童思春期講演会

児童思春期をテーマに年間１回「こころの県民講座」として開催。詳細につい

ては、１３ページに記載。
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８ 自殺対策事業

（１）事業の目的

地域の状況に応じた自殺対策を総合的かつ効率的に推進する拠点として、平成２９年４月１日、こ

ころの健康センター内に「群馬県自殺対策推進センター」を設置した。既存の事業を活かしながら、

若年層への支援、ハイリスク者への支援及び地域の特性に応じた対策の支援等の事業を実施した。

（２）事業の実施

１）若年層への支援

①群馬県中学生版「ＳＯＳの出し方に関する教育プログラム」の作成

学校現場でのＳＯＳの出し方に関する教育の取り組みを支援するため、県教育委員会の協力の

下、「ＳＯＳの出し方教育検討会」を立ち上げ、中学生版プログラムを作成した。

プログラム案の段階で、県内の中学校でモデル事業を行い、その授業評価を元にプログラムを

修正し、完成させた。

作成したプログラムの教材は、学習指導案、コンテ、パワーポイント、ワークシート等とした。

＜作成スケジュール＞

時 期 内 容

平成30年5月 「ＳＯＳの出し方教育検討会」設置

平成30年6月 第１回検討会開催（方向性の共有）

平成30年7月 第２回検討会開催（群馬県版の素案の提示・検討）

平成30年8月 第３回検討会開催（最終案の提示・検討）

平成31年1～2月 モデル事業の実施及び授業評価、プログラムの最終修正

平成31年3月 プログラムの完成・指導用資料の作成

②教職員向け自殺危機初期介入スキルワークショップ

自殺危機初期介入スキル研究会の協力を得て、教諭・養護教諭等を対象に、ロールプレイを用

いた参加型の実践的なワークショップを実施した。

日時：平成30年8月7日、平成30年8月23日

参加者：23名（8月7日）、24人（8月23日）

メイン講師：福島 喜代子 氏（ルーテル学院大学 総合人間学部教授）

サブ講師 ：鈴木 紋子保健師 鈴木 浄美保健師（こころの健康センター）

③こころの元気サポーター養成事業の実施

ア 高校生・専門学校生等を対象とした事業

若年層の自殺対策を強化するため、群馬県内の高校生や専門学校生等を対象に、ＳＳＴ（ソ

ーシャルスキルトレーニング）を用いたこころの元気サポーター養成事業を実施した。

平成30年度実績は９件で、268人の参加があった。

日 時 対象者 参加人数

１ 平成30年 5月30日（水） 桐生市立商業高等学校 30人

２ 平成30年 6月 8日（金） 桐生市立商業高等学校 26人

３ 平成30年 7月17日（火） 県立藤岡工業高等学校 29人

４ 平成30年 8月30日（木） 桐生市立商業高等学校 36人

５ 平成30年10月 5日（金） 県立館林商工高等学校 25人

ＳＵＢＡＲＵ健康保健組合
６ 平成30年11月30日（金） 39人

太田高等看護学院

７ 平成30年12月 6日（木） 安中市立安中第二中学校 32人

８ 平成30年12月20日（木） 前橋東看護学校 31人

９ 平成31年 2月19日（火） 高崎健康福祉大学 20人
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内容：講義及び演習

講義「こころの元気サポーターは、こころの元気を創る手伝いをします」

講師 群馬大学健康支援総合センター 浅見 隆康氏

演習（グループワーク）

リーダー；一般社団法人ＳＳＴ普及協会会員、こころの健康センター職員

サブリーダー；こころの健康センター職員他

イ 高校・専門学校等の教員を対象とした事業

本事業の今後の普及の広がりを目指し、高校や専門学校等の教員向けの研修を開催し、スキ

ルの習得と校内での実践を促した。

中学校、高等学校、専門学校、大学の教員10人の参加があった。

日時 平成30年7月24日（火）

会場 群馬県庁昭和庁舎２１・２６会議室

講義「コミュニケーションスキル、ＳＳＴについて」

講師 代々木病院精神科長 天笠 崇氏

演習（グループワーク）

講師 群馬大学健康支援総合センター 浅見 隆康氏

④若い世代に向けた自殺対策動画の制作

若者に対して県の相談窓口に関する情報を届け、自殺を未然に防ぐために、若い世代に向けた

自殺対策動画（２本）を制作、公開している。

公 開 日：平成30年2月1日（木）

公開方法：群馬県公式 YouTube チャンネル「ぐんまちゃんＴＶ」（県政トピックス）におい
て公開（ＵＲＬ：http://www.i-gunma.tv/contents/kensei.html）

２）ハイリスク者への支援

①地域自殺未遂者支援ネットワーク研修会の開催

地域毎の自殺未遂者支援に関わるネットワーク構築のため、救急告示医療機関や精神科医療機

関の職員、救急隊、警察官、行政職員等を対象とする研修会を実施した。

ア 西毛地域自殺未遂者支援ネットワーク研修会

日 時：平成30年11月5日（月）午後6時00分～8時00分

場 所：高崎市総合保健センター ２階 第１会議室

参加者：61人

内 容：「自殺未遂者のケア」 高崎総合医療センター ｿｰｼｬﾙﾜｰｸ室長 篠原 純史 氏

「救命救急センターにおける自殺未遂者に対する危機介入から継続支援まで」

高崎総合医療センター 精神科部長 井田 逸朗 氏

ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ 高橋 紀貴 氏

「精神科病院における自殺未遂者支援の取り組み」

群馬病院 精神保健福祉課長 齋藤 章一 氏

イ 東毛地域自殺未遂者支援ネットワーク研修会

日 時：平成30年12月21日（金）午後6時30分～8時30分

場 所：太田記念病院 ２階 会議室４

参加者：57人

内 容：「群馬県の自殺の現状」 群馬県自殺対策推進センター職員

「太田記念病院における自殺未遂者への支援について」

太田記念病院 救急看護認定看護師 小暮 佳奈 氏
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「太田記念病院での自殺未遂者への対応について」

三枚橋病院 理事長（精神科医師）檀原 暢 氏

②自殺企図者相談支援事業

自殺未遂者の再企図を防ぐため、警察、県及び中核市（前橋市、高崎市）が連携して、未遂者

や家族に対する相談支援を行った。

平成30年度は、警察からの情報提供2件であった。（ほかに中核市への情報提供0件）

③自殺未遂者こころの支援事業

自殺未遂者の再企図を防ぐため、救急指定病院と連携して帰宅後の未遂者や家族の支援を行っ

た。

平成30年度は、病院からの情報提供0件であった。

④かかりつけ医うつ病対応力向上研修会の開催

うつ病の早期発見・早期治療による自殺対策の推進を図るため、県内のかかりつけ医や産業医

を対象に、うつ病の基礎知識、診断・治療等に関する研修会を開催した。

日 時：平成30年11月11日（日）午後1時00分～5時30分

場 所：群馬県公社総合ビル ２階 第２会議室

参加者：54人

内 容：「うつ病の基礎知識」

群馬大学大学院医学系研究科神経精神医学 教授 福田 正人 氏（医師）

「うつ病の治療の実際とケア」

中泉メンタルクリニック 院長 黒崎 成男 氏（医師）

「企業における精神疾患の問題とその対応」

群馬産業保健総合支援センター 早川 洋子 氏（保健師）

「産業保健におけるかかりつけ医、精神科医との連携」

群馬大学 名誉教授 椎原 康史 氏（医師）

⑤かかりつけ医うつ病対応力ステップアップ研修会の開催

かかりつけ医・産業医が更なるメンタルヘルス対策向上に資することができるよう「認知行動

療法に基づくうつ病患者への基礎的な知識および実際の診療・面接技術」について演習を含めた

実践的な研修会を開催した。

日 時：平成31年3月17日（日）午後2時00分～4時30分

場 所：群馬県庁 29階294会議室

参加者：34人

内 容：講義「認知行動療法の仕組み」

講義「うつ病で用いられる技法」

演習「セルフモニタリングとフィードバック」

群馬大学医学部附属病院精神科神経科病院講師、

厚生労働省認知行動療法研修事業スーパーバイザー 小野 樹郎 氏（医師）

⑥アルコール問題対応力向上研修会の開催

アルコール依存症者の自殺率は高いという現実を踏まえ、治療に結びついていない問題飲酒者

の早期発見・早期介入のために何をすべきか、診療・健康指導の場面で生かせるアルコール問題

への対応方法についての研修会を開催した。

日 時：平成31年1月27日（日）午後2時～5時

場 所：群馬県庁 2階ビジターセンター

参加者：52人

内 容：講義「アルコール問題のある方を身体科から精神科へつなぐタイミング、
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つなぎ方 ～減酒外来の取り組み～ 」

講師：久里浜医療センター 湯本 洋介 氏

アルコール当事者の体験談（ＡＡの紹介含む）

講師：ＡＡ（アルコホーリクス・アノニマス）メンバー2人

３）地域の特性に応じた対策の支援

保健福祉事務所が開催する地域自殺対策連絡会議や市町村自殺対策担当者ワーキングを通じて、市

町村自殺対策計画の策定に関する情報提供・助言など地域の特性に応じた対策の支援を行った。

①地域自殺対策連絡会議

各保健福祉事務所が開催する地域自殺対策連絡会議において、情報提供や助言等を行った

回数：１０保健福祉事務所で１０回

②市町村自殺対策担当者ワーキング

対象：各保健福祉事務所管内の市町村自殺対策担当者

内容：「市町村自殺対策計画策定の手引き」の解説

「地域自殺実態プロファイル」、「地域自殺対策政策パッケージ」の解説

県および市町村間の情報交換

回数：１０保健福祉事務所で延べ１４回

４）相談体制の充実

①こころの健康相談統一ダイヤル ０ ５ ７ ０－０ ６ ４－５ ５ ６
お こ な お う まもろうよ こ こ ろ

全国共通の電話番号による自殺予防のための電話相談を行った。

相談時間は平日の午前9時～午後10時（ただし、祝日及び年末年始を除く）で、平成30年度の

相談件数は延べ1,423件である。

②精神保健福祉相談 （詳細については１４ページに記載）

面接、電話及びメールによる精神保健福祉相談を実施した。

面接相談 ： 160件（うち自殺関連 12件）

電話相談 ：5,331件（うち自殺関連 365件）

メール相談： 91件（うち自殺関連 4件）

③「多重債務者相談会」における「こころの相談」の実施

県消費生活課と市町村消費生活ｾﾝﾀｰ等で開催する相談会において、各保健福祉事務所や中核市

の保健師の協力を得て、相談者に対する「こころの相談」を実施した。

10会場 43件

④自死遺族相談の実施

身近な人を自死で亡くされた方を対象に自死遺族相談を実施した。

相談日：毎月第１火曜日（予約制）

従事者：精神科医師、保健師

相談件数：8件11人（上記②面接相談の内数）

⑤自死遺族交流会の開催

自死により家族等を亡くした遺族のための交流会を実施した｡(上記④を受けた者のうち希望者)

開催日：毎月第２金曜日

従事者：精神科医師、保健師

参加者：延32人
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５）人材育成

①自殺危機初期介入スキルワークショップ

自殺危機初期介入スキル研究会の協力を得て、相談業務に従事する保健福祉関係職員、教諭・

養護教諭を対象に、ロールプレイを用いた参加型の実践的なワークショップを実施した。

開催回数：3回

参加者数：69人（1回目22人・2回目24人・3回目23人）

②群馬県版ゲートキーパー手帳を活用した研修会の実施

・講師を派遣し行政職員を対象に研修会を開催した。

日 時 主 催 対 象 者 参加人数

１ 平成30年 6月21日（木）玉村町 玉村町職員、精神関連事業所職員等 35人

２ 平成30年 8月31日（金）安中市 安中市職員 30人

（参考）

・保健福祉事務所及び中核市（前橋市・高崎市）開催

開催回数：36回（上記2回含む）

参加者数：1,018人（上記2回含む）

③群馬県版ゲートキーパー手帳を利用しないゲートキーパー養成研修

・講師を派遣し教員、行政職員、ケアマネジャーや相談員を対象に研修会を開催した。

日 時 主 催 対 象 者 参加人数

群馬県警察本部 県民相談相互支援ネットワーク
１ 平成30年 6月27日（水） 53人

警務部広報広聴課 構成員

高崎市養護教諭会 高崎市養護教諭会高等学校部会
２ 平成30年 7月27日（金） 17人

高等学校部会 会員

みどり市 みどり市小中学校教育相談主任、
３ 平成31年 2月 7日（木） 25人

教育委員会 養護教諭、校長、教頭

障害者就業・生活 障害者就業・生活支援センター
４ 平成31年 3月 5日（火） 19人

支援センター 職員

カウンセリング カウンセリング研究会2000の
５ 平成31年 3月13日（水） 7人

研究会2000 メンバー

草津町・長野原町・嬬恋村社会福
６ 平成31年 3月13日（水）草津町社会福祉協 祉協議会の生活支援員、地域包括 17人

議会 支援センター職員、ケアマネ等

教員、学校相談業務担当職員、教
７ 平成31年 3月19日（火）下仁田町教育委員 育委員会職員、下仁田町・保福保 23人

会 健師等

（参考）

・保健福祉事務所及び中核市（前橋市・高崎市）開催

開催回数：13回

参加者数：706人

④群馬県版ゲートキーパー手帳の作成

上記研修会のテキストとして群馬県版ゲートキーパー手帳を作成し、研修を実施する保健福祉

事務所、中核市等に提供した。

作成部数：3,500部

⑤ゲートキーパーリーフレットの作成

簡易的な研修資材としてリーフレットを作成した。また、外国語（英語、中国語、スペイン語、
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ポルトガル語）版のリーフレットも作成し、ホームページに掲載した。

作成部数：5,000部

⑥自殺予防講演会の開催

自殺対策の推進及び充実を図るため、先進的な自殺予防対策に取り組んでいる講師による講

演会を、群馬県自殺予防月間（9月）に開催した。

日 時：平成30年9月15日（土）午後2時00分～4時00分

場 所：群馬会館ホール

参加者：99人

演 題：「「助けて」と言えない若者たち～私たちひとりひとりがゲートキーパー～」

特定非営利活動法人ＯＶＡ 代表理事 伊藤 次郎 氏

６）広報啓発

①自殺予防啓発リーフレット等の作成及び配布

群馬県自殺予防月間（9月）や自殺対策強化月間（3月）等における啓発活動に使用するために、

下記の啓発物品を作成し、各種事業で活用した。

また、県内市町村等の要望に応じて配布し、活用を依頼した。

・自殺予防啓発リーフレット「ひとりの命大切ないのち」 28,000部作成

・自殺予防啓発ポケットティッシュ 80,000個作成

②自殺予防啓発事業の実施

（ア）群馬県自殺予防月間（9月）

・県庁での啓発活動

群馬県庁2階県民センター情報発信コーナーで自殺予防啓発等に係るパネル展示や啓発物

品の提供を行った。

期 間：平成30年8月17日（金）～9月18日（火）

群馬県庁32階展望ホール及び県民駐車場に設置してあるデジタルサイネージで若い世代

に向けた自殺対策動画を放映した。

期 間：平成30年9月1日（木）～9月30日（土）

（イ）自殺対策強化月間（3月）

・県庁での啓発活動

群馬県庁 32 階展望ホール及び県民駐車場に設置してあるデジタルサイネージで若い世代
に向けた自殺対策動画を放映した。

期 間：平成31年3月1日（金）～3月31日（日）

・ＪＲ東日本高崎支社と協働した活動

啓発活動：平成31年3月1日(金）に新前橋駅で啓発活動を実施

相談窓口の案内：強化月間中に高崎駅、前橋駅、新前橋駅構内のトイレにこころの健康

相談統一ダイヤル案内カードを配置し、相談窓口を周知した。

（ウ）その他

新聞・ＦＭラジオでこころの健康センター統一ダイヤルの周知等を行った。
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９ 精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳交付申請のうち、診断書を添付して申請があったものに

ついては月２回診断書を審査し、年金証書を添付して申請があったものについては、

障害の種別・等級を年金事務所等に照会し、適当と認められるものについて手帳を

交付した。

（単位：件）

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

申 請 4,393 4,997 5,498 6,208 6,754

承 認 4,376 4,973 5,454 6,164 6,696

承 １ 級 1,716 2,009 2,097 2,296 2,259
認
内 ２ 級 1,940 2,303 2,527 2,968 3,402
訳

３ 級 720 661 830 900 1,035

不 承 認 17 24 44 44 58

年度末時点の
手帳保有者数 9,444 10,037 10,927 12,073 13,105

(診断書＋年金証書)

１０ 自立支援医療費（精神通院医療）

自立支援医療費（精神通院医療）の支給認定申請について、月２回、申請書等を

審査し、適当と認められるものについて、自立支援医療受給者証（精神通院）を交

付した。

（単位：件）

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

申 請 22,194 24,001 24,022 27,409 28,549

認 定 22,193 23,998 24,015 27,400 28,547

内 新 規 3,399 3,426 3,585 3,840 4,146

継 続 16,300 17,688 17,529 19,362 20,642

訳 変 更 2,494 2,884 2,901 4,198 3,759

不 認 定 1 3 7 9 2

年度末時点の
認定者数 19,444 20,401 21,503 22,703 24,269



１１　精神医療審査会

 （ １ ） 審査会委員数及び開催状況

（単位：人）

5 1 2 2

5 1 1 3

5 1 1 3

5 1 1 3

20 4 5 11

2 6

24

1

 （ ２ ） 定期の報告等に係る審査状況

（単位：件）

17

6

22

2

17

1 470

15

2 214

注：上記表の審査結果は、全て「現在の入院形態が適当」。意見聴取はなし。（返戻後の再審査を含む。）

平成2８年度

平成2９年度
2,813

137

　審査件数は、措置入院者の定期病状報告が15件、医療保護入院者の定期病状報告が１，457件、

医療保護入院者の入院届が２，749件であった。審査結果は、全て「現在の入院形態が適当である」

と判断された。

332

合　　計

4,035

1,560

514

4,095

459

4,390

平成2７年度

第３合議体

第４合議体

医療保護入院者の
入院届

2,447

合     計 

予備委員

審査会回数

全体会議回数

年　　度

1,547

160

返戻件数

審査件数

返戻件数

331

2,526

297

届出書類種別

審査件数

　精神医療審査会では、精神科病院に入院中の者の人権擁護と適正な医療の確保のために、措置

入院者及び医療保護入院者の定期病状報告並びに医療保護入院者の入院届の審査と、入院患者

等からの退院・処遇改善の請求に関して審査を行っている。

　精神医療審査会は、４つの合議体で審査し、各合議体の構成は次のとおりとなっている。

　合議体は、原則毎月第１水曜日・第３水曜日の月２回、当センター内において開催された。

第１合議体

学識経験委員 医療委員委 員 数 

第２合議体

177

返戻件数

措置入院者の定
期病状報告書

法律家委員

医療保護入院者の
定期病状報告書

1,571審査件数

平成３０年度
審査件数 1,457 2,749 4,221

返戻件数 64 148
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 （ ３ ） 退院・処遇改善命令請求に係る審査状況

入院適当 形態移行 退院適当 処遇適当 改善必要

68 19 3 45 1 0 － －

5 2 0 － － － 3 0

50 21 0 27 2 0 － －

3 1 0 － － － 2 0

37 10 2 21 1 0 － －

3 1 0 － － － 2 0

47 12 6 16 5 0 － －

1 1 0 － － － － －

注：平成２９年度退院請求件数の

　　 うち３件は平成３０年度へ繰越。　

医療保
護入院

任意
入院

緊急措置入
院

形態不明
他の入院形
態への変更

病棟移動及
び隔離解除

平成27年度 25 104 16 0 12 0 0

平成28年度 23 64 10 1 8 2 5

平成2９年度 18 75 13 0 32 2 4

平成３０年度 21 126 6 0 29 3 13199

182

154

164

平成28年度

　請求件数は、退院請求が４７件、処遇改善請求が１件、計４８件であった。そのうち、請求の取下げや患者の

退院により審査が行われなかったものを除いて、退院請求２１件（処遇改善請求はなし）の審査が行われた。

　審査結果は、入院継続が１６件、他の入院形態への移行が適当が５件、退院が適当は０件であった。

（単位：件）

年　　度 内　　容

平成27年度

　専用電話（【退院請求専用電話】）により精神科病院の入院患者やその保護者から、退院や処遇改

善等の受付を行った。

取下件数

退院請求

処遇改善請求

平成２９年度

処遇改善請求

退院請求

請求件数 退院済

審査結果

退院請求

退院請求 処遇改善請求

平成３０年度

処遇改善請求

１２　退院請求等の受付

退院請求

処遇改善請求

措置
入院

（単位：件）

　処遇改善（Ｂ）　退　院　請　求 （Ａ）

年  度
合　計
Ａ+Ｂ+Ｃ

 （ １ ） 相談の内容
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入院理由が
納得できな
い

病院職員の
接遇態度へ
の不満

病院設備に
対する不満

主治医の変
更希望等

治療内容に
納得できな
い

入院が長期
化している

平成27年度 0 2 0 0 1 0 0 0 3 19

平成28年度 4 6 3 1 3 0 0 0 7 17

平成2９年度 1 4 2 1 3 0 0 0 2 7

平成30年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

（単位：件）

年  度 措置入院 医療保護入院 任意入院 緊急措置入院

平成27年度 29 114 20 0 19

平成28年度 29 86 13 1 25

平成2９年度 20 89 17 0 38

平成30年度 23 135 8 0 33

審査会の問
い合わせ

その他

154

164

家のことが
心配である

形態不明

199

年  度

その他（主な訴えの内容） 　（Ｃ）

 （ ２ ） 相談者の入院形態

合  計

182

入院費の
不満
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１３ 関係機関との連携及び組織の育成

（１）組織の育成

１）群馬県精神障害者家族会連合会（通称 群馬つつじ会）への支援

群馬県精神障害者家族会連合会は、県内の各家族会の連合会として昭和６２年

６月に発足し、群馬県内の精神障害者の社会復帰、医療、福祉及び社会的理解の

向上を図るため、地区家族会活動との連携、家族同士の支え合い、障害特性・制度

等の学習を通じて、会員への啓発と交流を推進している。

① 支援内容

役員会、理事会において、家族会運営や事業企画等への助言を行った。

② 県内家族会

１５家族会 会員数３３１人

平成３１年３月３１日現在

会の名称 事 務 局 所 在 地 設立年月

あゆみ会 伊勢崎市上田町253 昭 41. 4

やよい会 伊勢崎市境女塚2883-12 やよい作業所 昭 48. 4

ひとつばな会 甘楽郡南牧村大字大日向1098 南牧村保健福祉課 昭 53.11

のびる会 伊勢崎市国定町2-2374 県立精神医療センター 昭 61. 5

ひまわりの会 太田市長手町26 麦の家 昭 61. 5

ポプラの会 高崎市石原町3267-7 昭 63. 4

たけのこ会 館林市苗木町2452-1 館林市総合福祉センター２階 平 2. 3

プラムの会 安中市安中3-19-27 プラム作業所 平 2. 5

いずみ会 渋川市金井1841-1 あすなろ作業所 平 4. 4

よつば会 伊勢崎市下植木町499 伊勢崎保健福祉事務所 平 6. 7

わたらせ虹の会 桐生市元宿町9-38 虹の作業所 平 7.12

あざみ会 前橋市日輪寺町176-1 地域活動支援センターピアーズ 平 8. 4

あおぞら会 沼田市東原新町1801-40 工房あおぞら 平 8. 5

もみじ会 富岡市富岡1528-1 プレパレ作業所 平 10.10

しらかば会 中之条町五反田3891 しらかば作業所 平 11. 3
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２）若年認知症ぐんま家族会への支援

若年認知症ぐんま家族会は、平成１８年６月２８日に発足し、群馬県内の若年認知

症患者家族同士の交流により、患者本人と家族の安息並びに心豊かな生活づくりを目

指して、専門治療や福祉介護等の充実を図るための活動を行っている。

① 支援内容

総会、役員会、家族会交流会において、家族会運営や事業企画等への助言を行

った。

② 会員数

４５人（平成３１年３月３１日現在）

３）群馬県精神保健福祉ボランティア連絡協議会への支援

群馬県精神保健福祉ボランティア連絡協議会は、県内のボランティアグループの連

合組織として平成１７年４月に発足した。精神保健福祉の向上に寄与するため、各地

域での精神保健福祉活動に対し、関係機関との連携を図りながらボランティア活動を

展開している。

平成２０年度以降は、障害者自立支援法（現「障害者総合支援法」）でボランティ

ア養成が市町村の業務として位置づけられていることと、連絡協議会の活動も定着化

してきたことから、当センターの直接的支援は終了し、講師派遣や研修会での支援を

行っている。

４）群馬県精神保健福祉協会との連携

群馬県精神保健福祉協会は、群馬大学を中心として設立準備が進められ、関係団体

の意見交換を経て、平成１４年３月２６日に設立された。県民の精神保健福祉の向上

を図ることを目的に、県民と地域社会の「こころの健康づくり」の推進をめざし、精

神保健福祉に関する知識の普及・啓発、精神障害者への理解を深めるための活動及び

精神障害者の社会参加の推進などの活動を行っている。こころの健康センターでは、

各種事業の運営等支援を行っている。



- 39 -

（２）精神保健福祉業務連絡会議

保健福祉事務所、児童相談所、発達障害者支援センター、中核市等と精神保健福

祉業務、特に児童思春期関連業務の情報を共有し相互理解を深め課題や問題等を検

討し、事業の充実及び円滑な業務の推進を図るために実施した。

【出席者】 保健福祉事務所 精神保健福祉業務関係職員

児童相談所 関係職員

発達障害者支援センター 関係職員

障害政策課 精神保健室関係職員

前橋市保健所 精神保健福祉担当職員

高崎市 障害福祉課職員

【開催内容】会場：当センター会議室

開 催 日 主 な 議 題

第１回 平成30年 (1)伝達講習「精神障害者にも対応した地域包括ケアシステ

7月17日 ムについて」

(2)地方公共団体による精神障害者の退院後支援に対するガ

イドラインについて

第２回 平成30年 (1)伝達講習「精神障害者地域包括支援研修」

11月20日 「依存症相談対応指導者養成研修」

(2)「群馬県における措置入院者退院後支援実施要領（案）」

等について

(3)第３次群馬県自殺総合対策行動計画（素案）について

(4)群馬県アルコール健康障害対策推進計画について

第３回 平成31年 (1)伝達講習「構成機関における相談業務に関する研修」

2月19日 (2)措置入院者の退院後支援の実践に向けて

・講義「病院における疾病プログラム」

・関係機関との連携（児童相談所、発達障害者支援センター）

・グループワーク
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１４ こころの緊急支援事業

（１）事業の目的

群馬県こころの緊急支援事業（「ＣＲＰ（ｸﾗｲｼｽ･ﾚｽﾎﾟﾝｽ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）」）は、小学

校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校の児童・生

徒又は教職員等の自殺事案が発生した概ね１週間程度経過後、こころのケアを必要

とする対象者がいる学校からの要請により群馬県こころの緊急支援チームを派遣

し、実際にこころに大きな衝撃を受けた児童･生徒及び教職員のこころのケアを行

うことでストレス障害の予防や軽減を図るとともに二次的な自殺を防止することを

目的としている。

（２）事業の実績

平成３０年度は派遣実績なし



Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

実件数 ２４５ ２６３ ２５７ ２５５ ２２６

延件数 ５１０ ５０８ ４９７ ４７２ ４５９

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

男 １６０ １７７ １６５ １７３ １３７

女 ６４ ６２ ８１ ６５ ５４

性別不明及び個別相談でない ２１ ２４ １１ １７ ３５

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

実件数 ９０ ６４ ６４ ７９ ７２

延件数 ４２０ ４４４ ４３３ ３９３ ３８７

- 41 -

１５ ひきこもり支援センター事業

（１）事業の目的

平成２６年６月にこころの健康センター内にひきこもり支援センターを設置し、「ひ

きこもり相談専用ダイヤル」を開設した。ひきこもりに特化した第一次相談窓口を設け

相談窓口を明確化し適切な機関へつなげることにより、相談者の掘り起こしや、初期

的な状況での支援によって、長期化や深刻な状態となる重度化の減少を目的としている。

主に、相談支援、関係機関との連携、人材育成、情報発信について事業を行っている。

（２）センターの概要

名称：ひきこもり支援センター

開設：平成２６年６月１日

場所：群馬県こころの健康センター内

時間：電話相談は月曜日～金曜日 午前９時～午後５時（祝日、年末年始は除く）

来所相談は予約制

体制：ひきこもり支援コーディネーター（専任・嘱託）1人

保健師（兼務・正規）

（３）事業実績

１）相談支援

専任のひきこもり支援コーディネーターを配置し電話相談等に応じている。

相談内容に応じて、来所相談（保健相談・医師相談）や家族教室、他の適切な支

援機関につないでいる。

①電話相談（ひきこもり支援センター分再掲）

ア：電話件数

イ：相談者内訳（延件数）

ウ：当事者性別（実件数）



１０代

未満

１０代 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代

以上

不明

Ｈ２６ ０ ５３ ５８ ６０ ３１ ７ ７ ２９

Ｈ２７ ０ ４６ ６９ ６５ ２８ １３ ２ ４０

Ｈ２８ ０ ６３ ６６ ５２ ３０ １４ ４ ２８

Ｈ２９ ０ ２９ ７９ ６０ ３９ ８ １ ３９

Ｈ３０ ０ ３４ ４３ ４５ ２６ １２ １ ６５

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

実件数 ５８ ３８ ３６ ３２ ４６

延件数 ８４ ７２ ６０ ４５ ６６

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

本人 ３５ ２２ １０ ９ １９

本人以外（複数来所） ８５ ７６ ８１ ５８ ７９

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

男 ４０ ３２ ３０ ２３ ３７

女 １８ ６ ６ ９ ９
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エ：当事者年代（実件数）

オ：関係機関へつないだ件数（複数計上）

注）ひきこもり支援センターが精神保健福祉センターに配置されており、そのまま精神保健福祉センターで

支援している場合は、精神保健福祉センター欄にカウント(厚生労働省統計に準ずる）

②来所相談 （ひきこもり支援センター分再掲）

ア：来所件数（予約制）

注）H26.27年度は手紙も来所に含まれる

イ：相談者内訳

相談者（延件数）



Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

情報提供 ３５ １９ ２１ ２１ ６

助言指導 １０ １４ ７ ６ ３２

傾聴 １ ０ ０ ０ ５

予約 １２ ５ ８ ５ ９

関係機関

への繋ぎ
１４

10代 20代 30代 40代 50代以上 不明

Ｈ２６ １１ ２４ １７ ５ ０ １

Ｈ２７ ６ １６ １３ １ ２ ０

Ｈ２８ ７ １７ １１ ０ １ ０

Ｈ２９ ６ １５ ８ ３ ０ ０

Ｈ３０ ７ １７ ２０ １ １ ０

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

男 ４０ ３２ ３０ ２３ ３７

女 １８ ６ ６ ９ ９
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当事者性別（実件数）

当事者年代（実件数）

ウ：対応（実件数）

※ H30から項目に『関係機関への繋ぎ』を新設

エ：関係機関へつないだ件数（複数計上）

注）ひきこもり支援センターが精神保健福祉センターに配置されており、そのまま精神保健福祉センターで支援して

いる場合は、精神保健福祉センター欄にカウント(厚生労働省統計に準ずる）
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１）ひきこもりの家族教室
目 的：ひきこもりに関する知識や対応の工夫を学んだり、家族自身が気持ち

のゆとりを持つ機会を提供する。
開 催：第４木曜日 午後１時３０分～４時

従 事 者：精神科医師、保健師、精神保健福祉士（嘱託）、心理士（嘱託）

参加者数：実４６人、延１４９人 （関係者見学：延４１人）

場 所：こころの健康センター 会議室

内 容：H30年度は、ひきこもりに関する知識や情報、声かけの工夫等を学ぶ

情報提供型とした。

月日 テーマ 講師

4月26日 ひきこもりの理解 群馬県こころの健康センター

10月25日

5月24日 地域の社会資源について アリスの広場、NPO法人CCM

11月22日 社会福祉法人明清会

6月28日 こんなときどうする？ フリーム★カンパニー

12月27日 群馬県こころの健康センター

7月26日 言葉を使って気持ちを伝える 群馬大学 浅見隆康医師

8月23日 自分らしく生きたい NPO法人楽の会リーラ

大橋史信ひきこもりピアサポーター

2月28日 DVD上映会＋座談会 NPO法人楽の会リーラ

NHK厚生文化事業団福祉ビデオ 大橋史信ひきこもりピアサポーター

シリーズ「ひきこもりからの回復」
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３）関係機関との連携

関係機関の会議や研修会等を通して、ひきこもり支援センターの紹介や情報交換

を行った。また、関係機関を訪問し、相互に役割や機能の理解を深めた。さらに、

個別ケースへの切れ目のない支援のための連携を図った。

・群馬県子ども・若者支援協議会（代表者会議、実務者会議）

会議出席 ・群馬県若者自立支援ネットワーク会議

・青少年自立・再学習支援事業 G-SKY plan進路相談会（２か所） 等

研修会等 ・群馬県・市町村青少年相談担当職員研修会

講 師 ・ひきこもりケース・コンサルテーション ケース件数 計6件

（藤岡保健福祉事務所等）

４）人材育成

年月日 内 容 対象者 参加数

平成 ひきこもり支援関係職員研修会 相談支援に

３０年 「ひきこもり－知ることから始める支援－」 従事する ９１

９月 講師：こころの健康センター 大舘医師、 保健・福祉、

２７日 ひきこもり支援センター 坂爪コーディネーター 市町村、

医療等の

関係職員

５）情報発信

①新聞、ラジオ、研修会等での広報活動

②ひきこもり支援センターのリーフレット配布

③メルマガ掲載（子ども・若者支援協議会）



第２ 精神科救急情報センター業務
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１ 精神科救急情報センターの活動
平成16年１月から、精神科救急情報センターが拡充され、県内の精神保健福祉法第23

条通報から法第26条の３の通報・届出までを一括して受理し対応している。
特に法第23条通報においては、24時間体制となっている。

また、通報対象となるような地域の処遇対応困難者に対して、地域生活の安定と再度
の通報の予防を目的に、各保健所・保健福祉事務所等と連携し地域支援活動として「精
神科アウトリーチ活動」を実践している。この活動により、生活支援の届かなかった精

神障害者に地域ケアを行うことで、行政サービスの徹底を図っている。
平成27年7月から、精神科診療所の協力のもと、精神保健福祉法第２７条による県の

診察並びに群馬県精神科救急医療システムによる基幹病院及び輪番病院の夜間・休日の
診察が円滑かつ適切に行われることを目的として、夜間・休日における精神科救急情報

センター等からの問い合わせ体制が運用開始となった。（21診療所が協力）

２ 精神科救急情報センターの体制
（１）24時間体制で職員が通報等に対応する。
（２）日中から夜間帯(8:30～22:00)は、23条通報に、保健師１人、事務職員２人が通報

のあった警察署等に出向き事前調査を行い、措置診察の要否決定を経て措置診察 ・

立会いを実施している。
（３）深夜帯(22:00～翌朝8:30)は、職員が通報受理から診察の手配まで電話で対応し、

移送は警察官の協力を得て行っている。
（４）通報対象者の移送は、群馬県ハイヤー協会と委託契約し、委託車両（10人乗りの

ワゴン車）により行っている。（職員同乗）
（５）移送業務については、県立精神医療センター看護師もしくは嘱託警察官ＯＢの計

２人の協力を得ている。

３ 精神科救急情報センターの主な業務
（１）精神障害者の措置入院のための移送業務
１）通報等の受理

２）事前調査の実施（警察署等に出向いて面接（深夜帯は電話調査））
３）精神科医師の助言

４）措置診察の精神保健指定医・受け入れ医療機関の確保
５）措置診察の実施・立会い
６）被通報者の移送（委託車両による）

７）行政措置の執行

（２）精神科アウトリーチ活動の実践

（３）精神科救急情報センター事例検討会議

23条通報の通報から入院までの流れ
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注）基本的な業務の流れ
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４ 精神科救急情報センター業務の実績
（１）移送業務

平成30年度は、通報等総数515件のうち、警察官の通報（23条）が最も多く、397

件（77.1%）で、次いで、矯正施設の長の通報（26条）が68件（13.2%）、検察官の

通報（24条）49件（9.5%）、一般人の申請（22条）1件（0.2%）の順になっている。

保護観察所の長の通報（25条）、精神科病院の管理者の届出（26条の2）及び心神喪

失等の状態で重大な他害行為を行った者に係る通報（26条の3）は0件であった。

申請・通報・届出の時間帯別発生状況 （単位：件）

区 分 平成28年度 平成29年度 平成30年度 注１）
合 計 444 403 515 休日とは、土日

日 中 210 208 230 ・祝日法による申請・通報 平 日 夜 間 69 56 85 休日・年末年始
・届出全体 深 夜 62 54 72 の休日

日 中 43 28 51 注２）休 日 夜 間 29 28 34 日中時間帯深 夜 31 29 43 8時30分～内訳： 17時15分小 計 0 0 1 夜間帯日 中 0 0 1２２条 17時15分～平 日 夜 間 0 0 0（旧23条） 22時00分深 夜 0 0 0 深夜帯日 中 0 0 0 22時00分～休 日 夜 間 0 0 0 翌朝8時30分深 夜 0 0 0
小 計 341 278 397

日 中 113 89 113２３条 平 日 夜 間 63 50 84（旧24条） 深 夜 62 54 72
日 中 43 28 51

休 日 夜 間 29 28 34
深 夜 31 29 43

小 計 28 41 49
日 中 23 35 48２４条 平 日 夜 間 5 6 1（旧25条） 深 夜 0 0 0
日 中 0 0 0

休 日 夜 間 0 0 0
深 夜 0 0 0

小 計 0 0 0
日 中 0 0 0２５条 平 日 夜 間 0 0 0

(旧25条の2) 深 夜 0 0 0
日 中 0 0 0

休 日 夜 間 0 0 0
深 夜 0 0 0

小 計 73 84 68
日 中 73 84 68２６条 平 日 夜 間 0 0 0
深 夜 0 0 0
日 中 0 0 0

休 日 夜 間 0 0 0
深 夜 0 0 0

小 計 1 0 0
日 中 1 0 0２６条の２ 平 日 夜 間 0 0 0
深 夜 0 0 0
日 中 0 0 0

休 日 夜 間 0 0 0
深 夜 0 0 0

小 計 1 0 0
日 中 0 0 0２６条の３ 平 日 夜 間 1 0 0
深 夜 0 0 0
日 中 0 0 0

休 日 夜 間 0 0 0
深 夜 0 0 0
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平成30年度申請・通報・届出全数のうち、法第27条第1項の規定による事前調査の結

果により、措置診察を実施したものが388件で通報総数515件の75.3%であった。

また、措置診察を実施し措置入院となったものは85件で、緊急措置入院後、診察に

より措置入院になった44件を合わせると129件となり、全通報件数の25.0%であった。

措置診察（緊急措置診察含む）にて措置不要と判断され医療保護入院となったものは

95件で、緊急措置入院後、医療保護入院となった46件と合わせると141件となる。緊

急措置入院後、任意入院となったもの3件、措置診察を実施し任意入院となったもの

は4件、入院とならなかったものは111件であった。

入院病院は、入院した総数277件のうち、県立精神医療センターへの入院が174件

(62.8%)、その他の病院は103件（37.2%）であった。

措置診察の実施状況及び措置診察の結果 （単位：件）

平成28年度 平成29年度 平成30年度
区 分

23条 その他 小計 23条 その他 小計 23条 その他 小計

県立病院 42 5 47 54 1 55 45 6 51

措 置 入 院 民間病院 51 13 64 43 24 67 54 24 78

小 計 93 18 111 97 25 122 99 30 129

県立病院 102 2 104 68 3 71 117 1 118

医療保護入院 民間病院 18 3 21 11 5 16 23 0 23

小 計 120 5 125 79 8 87 140 1 141
措

県立病院 0 0 0 4 0 4 3 2 5
置

任 意 入 院 民間病院 1 0 1 0 0 0 1 1 2
診

小 計 1 0 1 4 0 4 4 3 7
察

県立病院 1 0 1 0 0 0 0 0 0
実

応 急 入 院 民間病院 1 0 1 0 0 0 0 0 0
施

小 計 2 0 2 0 0 0 0 0 0

県立病院 145 7 152 126 4 130 165 9 174

入 院 計 民間病院 71 16 87 54 29 83 78 25 103

小 計 216 23 239 180 33 213 243 34 277

帰 宅 ・ そ の 他 69 4 73 56 3 59 99 12 111

計 285 27 312 236 36 272 342 46 388

措 置 診 察 不 実 施 56 76 132 42 89 131 55 72 127

合 計 341 103 444 278 125 403 397 118 515
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２３条通報年度別通報等の疾患診断（ICD-10）分類 （単位：件）

F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 G40 その他 計

平成27年度 24 16 135 28 47 0 17 9 19 5 1 73 374

平成28年度 23 28 131 27 46 0 9 8 10 0 0 59 341

平成29年度 22 19 103 17 39 0 12 11 11 0 0 44 278

平成30年度 40 23 136 26 48 0 22 18 21 1 0 62 397

（注）各コード内容

F0 器質性精神障害 F6 人格障害

F1 精神作用物質使用による精神障害 F7 精神遅滞

F2 統合失調症・妄想性障害 F8 心理発達障害

F3 気分（感情）障害 F9 小児・青年期障害及び特定不能の障害

F4 神経症ｽﾄﾚｽ関連身体表現障害 G40 てんかん

F5 生理的障害等に起因する行動症候群 その他 不明

２３条通報となった自傷他害行為の内容 （単位：件）

他 害

自傷 家族内 家族外 その他 計

迷惑 物損 暴力 傷害 迷惑 物損 暴力 傷害

平成27年度 87 39 22 79 12 106 7 17 5 0 374

平成28年度 87 32 22 72 9 99 5 12 3 0 341

平成29年度 69 35 9 49 9 84 9 13 1 0 278

平成30年度 85 75 6 46 14 135 11 19 6 0 397

（注１）自傷他害行為が複数の場合は、主たるもので計上した。

（注２）自傷は、自傷行為や徘徊及び異常体験により警察署に助けを求めたもの。

（注３）他害行為は、概ね同居している親族（内縁も含む）を家族内、それ以外を家族外

とした。

（注４）迷惑行為は、暴言・威嚇など人に直接触れないもの、あるいは対物暴力で物の破

損に至らないもの、特定の人に「死んでやる。」と言う場合等とした。

（注５）暴力行為のうち、概ね治療が必要な程度の負傷があったものを傷害とした。

（注６）通報時の自傷他害行為が複数の場合は、他害行為を自傷に優先し、対他人を対家

族に優先させ、傷害、暴力、物損、迷惑行為の順に優先した。
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（２）精神科アウトリーチ活動（相談・訪問・支援会議・医療観察法）

年度別活動件数（平成17～30年度） （単位：件）

年 度 相談等 訪 問 支援会議 医療観察法

平成17年度 1,212 110 144 －

平成18年度 909 135 165 －

平成19年度 1,584 138 190 29

平成20年度 1,322 83 145 21

平成21年度 674 71 126 35

平成22年度 598 74 135 41

平成23年度 763 71 137 45

平成24年度 859 84 141 41

平成25年度 895 61 149 43

平成26年度 670 47 111 34

平成27年度 893 53 117 43

平成28年度 1,205 56 147 54

平成29年度 1,074 68 143 38

平成30年度 1,060 62 122 42

※平成16.1.19から、現行の精神科救急情報センターが稼働
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（３）精神科救急情報センター事例検討会議

【目 的】 救急移送の対応困難事例を通して、課題を抽出し検討することにより

救急移送システムが円滑に機能するよう関係機関相互の調整を図る。

【構成員】 群馬大学精神科教授、民間精神科代表（５病院）、前橋地方検察庁検

事、弁護士会代表、県警本部生活安全企画課、市町村代表（２市）、消

防代表、県立精神医療センター院長、保健福祉事務所代表（２市）、群

馬県庁保健師会代表、障害政策課（課長・精神保健室長）、精神科救急

情報センター（所長・精神保健主監）、こころの健康センター所長が特

に認める者 計２１人

【開催内容】

開 催 日 事 例 の 内 容
第１回 平成30年 自傷行為から23条通報となり、その後通報取り下げとなった

5月17日 事例
第２回 平成30年 第26条(矯正施設の長の通報）対応に関するQ＆A

7月19日
第３回 平成30年 二次救急と三次救急のはざまに関する検討～事例を通して～

9月20日
第４回 平成30年 短期間に23条通報が繰り返されている十代男性の事例

11月22日
第５回 平成31年 刑事司法と精神科医療の間のグレーゾーン事例

2月21日

（４）その他（関係機関との連絡調整会議等）

１）医療機関（県立精神医療センター、三枚橋病院及び群馬病院）との調整会議

【目 的】 安全で円滑な移送業務の推進を図るため、県内精神科三次救急の受け

入れ先であり移送の協力をいただいている県立精神医療センター、三枚

橋病院及び群馬病院の関係職員並びに障害政策課精神保健室関係職員と、

措置移送業務全般について協議する。

【開催内容】
開 催 日 主 な 議 題 出席者
平成30年 【精神障害者措置移送業務等連絡会議】
12月12日 １警察署との精神科救急業務勉強会について 27人

２措置入院患者の退院後支援について
退院後支援の概要
退院後支援の具体的な手順
質疑応答

３各病院との意見交換

報告事項
・平成29年度通報・申請・届出・結果について
・平成30年度通報・申請・届出・結果について

(平成30年10月末まで）
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２）精神科救急業務検討会

【目 的】 県内精神科病院と精神科救急業務について情報を共有し相互理解を深

めるとともに、精神科救急業務における課題や問題等を検討し、地域精

神保健福祉業務の充実及び円滑な推進を図る。

【出席者】 精神科病院地域精神保健福祉担当職員

障害政策課精神保健室関係職員

【開催内容】
開 催 日 主 な 議 題 出席者

第１回 平成30年 １群馬県精神科救急情報センター業務の実際
8月31日 ２地方公共団体による精神障害者の退院後支援に関 42人

するガイドラインについて
３ガイドラインについての意見交換
４輪番病院について

第２回 平成31年 １措置入院者退院後支援の概要
2月13日 ２措置入院者退院後支援の実際 38人

３グループワーク
①オリエンテーション
②事例紹介
③ニーズアセスメントチェック
④総合アセスメント作成
⑤退院後支援に関する計画に係る意見書
⑥病状が悪化した場合の対処方針
⑦各グループからの発表、感想
⑧まとめ

４意見交換

３）刑務所との地域連携情報交換会

【目 的】 矯正施設の長からの通報による精神科救急業務の円滑な推進を図るため

及び出所後の地域支援を円滑に行えるよう連携を強化するため

【出席者】 前橋刑務所処遇部企画部門分類担当職員

精神科救急情報センター職員

【開催内容】

開 催 日 主 な 議 題 出席者
平成31年 意見交換
3月8日 ・休日出所日が重複する際の措置診察（二次診察） ８人

の対応について
・特別調整の流れについて
・特別調整者、就労支援対象者との関係調整につい
て
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（５）こころの健康センター新任者研修

業務の円滑な推進を図ることを目的に、異動により新しく配属された職員及び嘱託

職員を対象に研修を実施した。

【開催内容】
内 容 日 程 対 象 者

○こころの健康センター・精神科救急情報 平成30年 平成30年度
センターの業務について 4月3日 新規配属職員9人

○安全管理指針
○こころの健康センターの勤務体制
○精神疾患の理解
統合失調症、躁うつ病、神経症、認知症、
依存症、パーソナリティ障害等

○センターＤＢについて 4月4日 新規配属職員7人
○精神科救急情報センター業務の実際
・業務マニュアル
・移送業務における通知等の書き方等
・警察からの23条通報の受け方
ロールプレイ

・事前調査の作成について
・聞き取り内容
・助言・決定のの受け方、診察医への報告
○精神科アウトリーチ活動について
・目的
・実際の業務（支援会議、訪問、相談等）
○質疑応答、感想

（６）群馬県立精神医療センター初任者研修

平成２５年度から県立精神医療センターの依頼で新人看護職員を対象に移送業務が

円滑に実施されることを目的として研修会を開催した。

日 時：平成３０年１０月５日（金）９時００分～１２時００分

場 所：こころの健康センター カンファレンス室

参加者：新規採用者９人、担当師長１人

内 容：１ 研修

（１）講義「群馬県こころの健康センター業務」

（２）所内見学及び説明

（３）講義「群馬県精神科救急情報センター」

２ 意見交換
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５ 措置入院者の退院後支援

（１）経緯について

精神障害者が退院後にどの地域で生活することになっても、医療、福祉、介護、就

労支援などの包括的な支援を継続的かつ確実に受けられるようにすることを目的と

し、平成３０年３月に厚生労働省が「地方公共団体による精神障害者の退院後支援に

関するガイドライン」を発出した。

このガイドラインを受け、本県では精神保健福祉法第23条から第26条の３に基づく

通報・届出への対応を当センターで行っていることから、県精神保健室と当センター

が中心となって検討を重ね、平成30年12月に「群馬県における措置入院者退院後支援

実施要領（試行版）」を制定した。対応経過は以下のとおり。

時 期 概 要

平成30年３月 厚生労働省がガイドラインを発出

４月 厚生労働省が自治体向け説明会を開催

５～６月 県精神保健室とこころの健康センターで対応方針を協議

７月 保健福祉事務所及び中核市担当者へ基本的な対応方針を説明

８月 各精神科病院の相談担当者(ＰＳＷ)に基本的な方針案を説明
各精神科病院へ調査*への協力を依頼
保健福祉事務所担当者とワーキングを開催

10月 保健所長会、中核市、精神科病院協会等の関係団体へ対応方
針を説明（県精神保健室）

12月 県要領制定、試行開始

＊調査の概要；「退院後支援の対象者のイメージに係る参考調査」として、支援の必要性

をより具体的に判断するため、臨床の立場から退院後に必要となる支援

量が増大すると思われる措置入院者のイメージを聞いた

（２）県要領の概要について

１）支援対象者

措置入院者とし、緊急措置入院者は含めないこととする。

当センターの地区担当者が、帰住先の保健福祉事務所・中核市の担当者とともに

病院を訪問し、対象者の同意を得る手続きを行う。

２）計画作成

計画作成は帰住先の保健福祉事務所・中核市と相談しながら当センターが行う。

３）退院前の支援会議の開催及び計画の交付

入院先病院の協力を得て、当センター主催で退院前に支援会議を開催する。会議

には本人及び家族、帰住先保健福祉事務所・中核市及び市町村の他、入院先病院、

退院後に支援予定の通院先医療機関・相談支援事業所・障害福祉サービス事業所・

訪問看護ステーション等の担当者の出席を仰ぐ。

会議で計画案等を確認し、必要に応じて修正を行った上で、計画等を本人・家族

及び支援者へ交付する。
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４）支援及び計画の見直し

帰住先の保健福祉事務所・中核市が中心となって行う。

５）計画に基づく支援の終結

帰住先の保健福祉事務所・中核市が主催となり、可能な限り本人・家族及び支援

者による支援会議を開催し、協議する。

６）その他

計画作成及び支援会議の開催まで、当センターで行うこととしているが、平成31

年度からは中核市分は中核市で行ってもらう予定である。

保健福祉事務所分については、当面の間、当センターが行うこととする。

（３）平成３０年度実績（H30.12.25施行）

・計画に基づく支援を行うことについて、説明した対象者 ４名

・うち、同意した対象者 ３名

※計画の作成及び支援会議の開催等は平成３１年度に実施

管轄保健所 説明した対象者 うち同意した対象者

高崎市 ２名 １名

伊勢崎 １名 １名

安 中 １名 １名



Ⅳ 学会発表・調査研究
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１ 学会発表等一覧

平成３０年度中に発表を行った主な各種学会等は下記のとおりである。

１ 山﨑雄高 齊藤良 大舘実穂 佐藤浩司 浅見隆康

警察官通報における自傷群と他害群の相違点

第114回日本精神神経学会（神戸市 2018.6）

２ 山﨑雄高 入澤美幸 鈴木紋子 佐藤浩司

群馬県における自傷のおそれによる警察官通報者と他害のおそれによる警察官通報

者の相違点

第54回全国精神保健福祉センター研究協議会(福島市 2018.10）

３ 入澤美幸 鈴木紋子 山﨑雄高 佐藤浩司

群馬県における自傷のおそれによる警察官通報者と自殺者の背景の比較

第54回全国精神保健福祉センター研究協議会(福島市 2018.10）

４ 山﨑雄高 入澤美幸 鈴木紋子 佐藤浩司

群馬県における自傷のおそれによる警察官通報者と他害のおそれによる警察官通報

者の相違点

第6回群馬県地域保健研究発表会（前橋市 2019.3）

５ 鈴木紋子 入澤美幸 山﨑雄高 佐藤浩司

群馬県における自傷のおそれによる警察官通報者と自殺者の背景の比較

第6回群馬県地域保健研究発表会（前橋市 2019.3）



Ⅴ 実習・視察
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１ 実習及び視察等一覧

地域保健実習の協力、実地研修・視察等として、医学生、研修医、病院職員、司法

修習生、行政職員等を受け入れた。

区 分 期 間 日数 人数(実)

群馬大学医学部４．５年生 H30.4.18～H31.3.27 ３５ １３３

初期臨床研修医 H30.5. 9～H31.3. 6 ２０ ２７

群馬大学医学部公衆衛生学講座 H30.6.12 １ ６

公衆衛生に関する実地修練 H30.7.11 １ １

（保健所実習の一部）

群馬県庁インターシップ実習生 H30.8.30 １ ２

群馬県立精神医療センター新人看護職員 H30.10.5 １ １０

前橋地方検察庁司法修習生等 H30.10.15 １ ２４

自治医科大学医学部５年生 H30.11.14 １ ４

（保健福祉事務所実習の一部）

館林市青少年センター H30.11.30 １ ２１



Ⅵ 公表資料・印刷物
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１ 公表資料・印刷物一覧

平成３０年度中に作成した公表資料・印刷物は下記のとおりである。

１ 群馬県こころの健康センター相談のご案内

２ ひとりの命 大切ないのち

３ あなたも今日からゲートキーパー

４ 大切なご家族を亡くされた方へ

５ 群馬県中学生版「ＳＯＳの出し方に関する教育」プログラム（冊子・表紙）

６ ゲートキーパー手帳（冊子・表紙）

７ 自殺予防の電話相談「こころの健康相談統一ダイヤル」（ポケットティッシュ）

８ 自殺予防の電話相談「こころの健康相談統一ダイヤル」（案内カード）
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